
静岡県城山遺跡出上の具注暦木簡について

静
岡
県
城
山
遺
跡
出
上
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て

一
　

は
じ

め
に

一
九
八
〇
年
三
月
六
日
、
静
岡
県
浜
名
郡
可
美
村
阿
原

・
川
北
に
所
在
す
る

城
山
遺
跡
を
発
据
調
査
中
、
木
筒
に
書
か
れ
た
具
注
暦

（以
下
、
具
注
暦
木
簡
と

略
称
）
が
出
土
し
た
。
城
山
遺
跡
は
、
浜
松
市
伊
場
遺
跡
の
西
隣
に
位
置
し
、

出
土
遺
物
の
類
似
性
や
立
地
関
係
な
ど
か
ら
、
伊
場
遺
跡
と
元
来

一
体
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に

一
九
七

七
年
の
調
査
に
お
い
て
、
木
筒
五
点
が
出
土
、
今
回
の
調
査
で
は
具
注
暦
木
簡

を
含
め
三
四
点
、
通
算
三
九
点
の
木
衡
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
伊
場
遺
跡
と
と

も
に
地
方
の
木
筒
出
土
遺
跡
と
し
て
は
質
量
と
も
に
注
目
さ
れ
て
い
る
遺
跡
で

（１
）

あ

る

。
具
注
暦
木
筒
の
出
土
直
後
、
私
も
こ
れ
を
一
見
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
時

点
で
は
裏
面
の
日
付
部
の
記
載
し
か
判
読
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室
の
精
査
に
よ
り
、
表
面
に
歳
首
部
の
記
事
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
、
釈
読
が
完
了
し
た
。

原

　

秀

〓
一
郎

本
具
注
暦
木
筒
の
年
代
決
定
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
秀
雄
、
岡
田
芳
朗
両
氏

が
、
調
査
団
の
依
頼
に
よ
り
、
暦
学
の
専
門
家
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
鑑
定
を

行
い
、
日
付
の
干
支
と
十
二
直
の
組
合
せ
等
か
ら
、
儀
鳳
暦
に
よ
る
神
亀
六
年

（■

一九
）
正
月
十
八
日
、
十
九
日
、
二
十
日
の
暦
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

（
２
）

し
た

（神
亀
六
年
八
月
五
日
、
天
平
と
改
一も
。　
そ
の
後
、
歳
首
部
が
判
明
、
そ
の

記
事
に

「
太
歳
在
己
巳
」
と
判
読
で
き
る
記
載
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
推
定

が
明
確
に
裏
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
結
果
、
本
具
注
暦
木
筒
は
、
わ
が
国
に
現
存
す
る
具
注
暦
の
う
ち
最
古

の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
正
倉
院
に
伝
来
す
る
奈
良
時
代
の
三
種
の
具

注
暦
断
筒
は
勿
論
、
近
年
各
地
で
出
土
が
伝
え
ら
れ
る
奈
良

・
平
安
時
代
の
具

注
暦
断
筒
が
い
ず
れ
も
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
具
注
暦
は

木
簡
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

そ
れ
故
、
本
具
注
暦
木
簡
は
、
単
に
暦
と
し
て
暦
学
的
な
考
察
の
対
象
と
な

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
素
材
の
特
徴
か
ら
、
ま
た
木
衝
学
の
姐
上
に

も
上
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
い
え
ょ
う
。
小
茄
は
、
　
′
暦
学
に
対
す
る
私
の
素
藍
の



久
如
か
ら
、
暦
学
的
考
察
に
つ
い
て
は
そ
の
方
面
の
専
門
家
に
ゆ
だ
ね
、
専
ら

木
簡
学
的
関
心
か
ら
若
子
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
必
要
な
限
り

暦
の
歴
史
や
制
度
的

・
文
化
的
側
面
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
た
、
本
具
注
暦
木
簡
を
出
土
し
た
城
出
遺
跡
、
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
の
深
い

と
さ
れ
て
い
る
伊
場
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
小
稿
の
考
察
を
基
礎
に
一
、

二
の
論
及
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一
一　
具
注
暦
木
簡
の
復
元
的
考
察

今
回
、
城
山
遺
跡
よ
り
出
土
し
た
具
注
暦
木
衝
は
、
木
簡
そ
れ
自
体
と
し
て

は
ほ
ぼ
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
は
い
えヽ
、
具
注
暦
と
し
て
見
た
場
合
、
こ
の

一
筒
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
具
注
暦
を
構
成
す
る

一
片
、　
一
単
位

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
木
簡
に
書
か
れ
た
具
注
暦
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
態
や
構
成
、
あ
る
い
は
機
能
等
が
考
え
ら
れ
る
か
、
ま

ず
、
木
簡
そ
れ
自
体
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
。

具
と
暦
木
筒
の
形
状
は
、
全
長
五
八

・
Ｏ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
五

。
ニ
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
○

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
い
わ
ゆ
る
短
冊
型
の
○

一
一
型
式
に
属
す
る
。
両
端
は
、
下
端
が
ほ
ば
正
し
く
方
頭
で
あ
る
の
に
対
し
、

上
端
は
や
や
左
に
傾
斜
し
た
方
頭
形
を
示
し
て
い
る
。
右
辺
は
ほ
ぼ
原
状
を
保

っ
て
い
る
が
、
左
辺
は
上
部
約
四
分
の
一
、
下
部
約
二
分
の
一
が
割
れ
て
欠
損

し
て
お
り
、
そ
の
間
の
四
分
の
一
程
度
は
か
な
り
腐
朽
は
し
て
い
る
も
の
の
、

ほ
ば
原
形
を
保
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
左
辺
上
端
よ
り
九

・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
に
、　
一
見
え
ぐ
り
ま
た
は
切
り
込
み
に
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
凹

み
が
認
め
ら
れ
る
が
、
レ」
れ
は
意
図
的
な
加
工
に
よ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

木
筒
の
表
に
は
具
注
暦
の
歳
首
部
が
、
裏
に
は
天
地
を
逆
に
し
て
反
対
方
向

か
ら
日
付
部
が
記
さ
れ
て
い
る
。
表
は
全
般
に
腐
朽
が
は
げ
し
く
、
肉
眼
で
は

文
字
の
判
読
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
下
半
部
が
赤
外
線
テ
レ

ビ
に
よ
っ
て
判
読
可
能
で
あ
る
。
一異
は
比
較
的
保
存
が
よ
く
、
肉
眼
で
も
あ
る

程
度
ま
で
文
字
の
識
別
は
で
き
る
が
、
正
確
な
判
読
に
は
や
は
り
赤
外
線
テ
レ

附
隔
腑
醇
熙
酎
ず
巳
太
陰
在
卯
大
将
酔
酔
醐
〕

。
「
日
日
日

日
日
□

□

□

□

一―――Ｉ

Ш

． 日

回

□
□
□

七
月
□

九
月
大

国
　
口
日
□
　
□
□
□
　
日
日
回
　
口
Ｈ
□

〔在
力
〕
　

〔
歳
力
〕
〔在
力
〕
　
　

〔
甲
力
〕
　

〔
道
力
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔在
力
〕

同
――
日
Ｈ
日
――
日
日
日
日
日
日
日
日
―Ｉ
Ш
□

□
□
□
□

□
□
□
□
宮
□

天
□
□
丁
癸
　
人
道
□
乙
辛

□
豊
半
望
□
肇
動
Ｔ
騨
□
２
堅
町
逓
瑠
影
魯
留
至
彰
寧
　
　
　
�
◆
率
圭
日
＋

〔
イ
早
〕
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔
ｒ
Ｗ
〕

判
□
□
　
　
□
□
￥
当
日
γ
＋

〔
γ
驚
〕
　

　

　

〔
γ
摯

寺
〕

『
□
□
留
　
留
』
　
　
早
孝
覇
羽
肇
撃
影
鍵
留
Ｘ
勒
寧

９翔
一
豆
口
日
Ｙ
＋
□
」



静岡県城山遺跡出上の具注暦未簡について

ビ
を
必
要
と
す
る
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室
に
よ
る
釈
読
の
結

果
は
右
の
通
り
で
あ
硫
．

本
木
簡
を
、
暦
を
構
成
す
る

一
単
位
と
し
て
み
る
時
、
ま
ず
そ
の
規
格
性
に

注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
全
長
五
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
天
平
尺

の
ほ
ば
二
尺
に
相
当
す
る
が
、
幅
五

・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
は
尺
に
直
し
て
二

寸
弱
、
厚
さ
は
現
存
○

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
表
面
の
腐
朽
が
甚

し
い
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
約
二
分
と
想
定
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ

て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
長
二
尺
、
幅
二
寸
、
厚
三
分
を
標
準
的
規
格
と
す
る
木

簡
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
木
筒
に
書
か
れ
た
具
注
暦
が
構
成

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
長
さ
を
除
き
、

幅
と
厚
さ
に
つ
い
て
尺
寸
の
整
数
値
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は

（も
っ
と
も
、
長
さ

に
つ
い
て
も
上
端
が
や
や
左
に
傾
斜
し
て
い
る
の
で
、
厳
密
に
は
二
尺
と
い
う
規
格
が
守

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）、
こ
の
規
格
が
長
さ
を
除
い
て
は
厳
格
に
守
ら
れ

て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
、
幅
に
つ
い
て
も
、
裏
に
三

行
三
日
分
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
行
分
に
必
要
な
幅
は

確
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
現
状
か
ら
見
て
幅
二
寸
と
い

う
数
値
を

一
つ
の
基
準
と
み
れ
ば
容
認
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
長
さ
、
幅
に
こ
の

よ
う
な
規
格
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
当
然
厚
さ
に
つ
い
て
も
不
揃
い
で
あ
っ
て

よ
い
わ
け
は
な
く
、
三
分
程
度
の
厚
さ
が
基
準
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
見

て
大
過
な
い
と
思
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
木
筒
の
表
に
は
神
亀
六
年
の
歳
首
部
が
、
裏
に

は
同
年
正
月
十
八
日
、
十
九
日
、
二
十
日
の
三
条
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
事
実
は
、
本
木
簡
が
神
亀
六
年
暦
歳
首
部
と
正
月
条
と
が
何
枚
か
の

木
筒
の
組
合
せ
か
ら
な
る
も
の
の
一
部
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
組
合
せ
に

お
い
て
、
歳
首
部
に
つ
づ
く
正
月
条
が
木
簡
何
枚

か
を
使

っ
て
十
七
日
で
終

り
、
つ
い
で
十
八
旧
か
ら
は
第

一
枚
目
の
歳
首
部
の
裏
に
逆
方
向
か
ら
書
か
れ

て
三
十
日
に
至
る

（神
亀
六
年
正
月
は
大
の
月
で
あ
っ
た
）
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
条
件
を
満
す
よ
う
な
木
筒
の

組
合
せ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
手
掛
り
と
し
て
、
正
倉
院
文
書

（続
修
十
四
）
に

収
め
ら
れ
て
い
る

「
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
断
簡
」
が
あ
る
。

Ｏ
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
虹
詐
院

（続
修
十
四
）．

天
平
勝
宝
八
歳
暦
日

凡
三
百
五
十
五
日

正
月
大

一
一月
小

〓
一月
大

四
月
大

五
月
小

六
月
大

七
月
小

八
月
小

九
月
小

十
月
大

十

一
月
小

十
二
月
大

大
陰
在
午
　
　
大
将
軍
在
午
　
　
歳
刑
在
寅

歳
殺
在
未
　
　
黄
幡
在
辰
　
　
　
豹
尾
在
戊

右
件
太
歳
己
下
其
地
不
可
穿
攀
動
土
因
有

崩
壊
事
演
営
者
日
与
上
吉
芥
者
修
営
無
妨

太
将
在
丙
申

歳
破
在
寅

117



一　
歳
徳
在
南
官
丙

天
道
在
乙
辛
　
人
道
在
丁
癸

右
件
歳
徳
己
下
其
方
造
挙
百
事
往
来
乗
之
大
吉

月
下
亦
同

（中
　
　
　
略
）

雑中”韓弾婚　　幹抄紳峨『嚇脚勢講移徒吉　　　山す

六
日
庚
申
木
破

　

　

歳
後
療
病
壊
垣
葬
吉

七
日
幸
酉
木
危

　

　

歳
後
葬
吉

八
日
壬
戌

水
成

　

　

歳
後
厭

|  |
4

九
日
癸
亥
水
収
上
弦

大
小
歳
位
母
倉
作
井
一

十
日
甲
子
金
開

大
小
歳
位
天
恩
母
倉
」ぃ

治
戸
井
竃
吉

十

一
日
乙
丑
金
閑

竜
竜
ヽ
モ
ミ
竜
帰
忌
希

十
二
日
丙
寅
火
建

ヽ
モ
竜
ミ
と
ミ
加
冠
祥

十
三日丁卯火除酵月櫂
癬
癖除鮮殊幹舗婚一

十
四
日
成
辰
木
満

歳
位
小
歳
前
天
恩
九
務

十
五
日
己
巳
木
平

十
六
日
庚
午
土
定
望

坤
　
十
七
日
辛
未
土
執

十
八
日
壬
申
金
破

十
九
日
癸
画
金
危

十
日
甲
戌
火
成

歳
位
雑
祭
祀
加
冠
拝
官
移
徒
納
奴
婢
吉

歳
位
祭
祀
加
冠
拝
官
吉

歳
位

歳
位
療
病
解
除
斬
草
葬
吉

蔵
位
解
除
啓
宏
斬
草
吉

大
小
歳
対
厭

こ
の
具
注
暦
は
、
歳
首
部
か
ら
正
月
二
十
六
日
ま
で
と
、
某
月
三
日
か
ら
四

月
十
八
日
ま
で
の
四
十
六
日
分
、
合
せ
て
七
十
二
日
分
を
残
す
二
断
簡
か
ら
な

jlr十 十 士
九 八 七
日 日 日 日

」 |  |
5′      4′

|  |
7



静岡県城山遺跡出上の具注暦木簡について

り
、
正
倉
院
に
現
存
す
る
奈
良
時
代
の
具
注
暦
三
種
中
も
っ
と
も
長
大
な
も
の

で
、
し
か
も
歳
首
部
を
完
全
に
伝
え
て
い
る
点
で
他
に
類
を
見
な
い
。
文
中
歳

首
部
の
月
の
大
小
の
記
述
で
、
八
月
大
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を

「
八
月
小
」
と
誤

記
し
た
り
、
同
じ
く
歳
首
部
八
将
神
の
方
位
で
大
歳
在
丙
申
と
す
べ
き
と
こ
ろ

を

「
太
将
在
丙
申
」
と
し
た
り
、
ま
た
凶
会
日
の
記
事
中
に
も
若
千
の
錯
乱
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
他
、
本
文
の
暦
注
記
事
に
も
若
子
の
誤
記

・
誤
脱
が
見
ら
れ

る
と
は
い
え
、
ヨ
一暦
中
最
も
体
裁
の
整
っ
た
も
の
で
、
誤
記
や
誤
脱
も
少
い

も
の
で
あ
り
、
陰
陽
寮
で
作
成
さ
れ
、
内
外
諸
司
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
と
推
定

（
７
）

さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
こ
の
天
平
勝
宝
八
歳
暦
に
つ
い
て
は
、
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
儀

鳳
暦
と
は
別
の
暦
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
論
が
た
て
ら
れ
た
こ
と

が
あ

っ
た
が
、
岡
田
芳
朗
氏
に
よ
り
そ
の
根
拠
と
な
る
歳
首
部
の
八
月
小
と
す

る
記
載
が
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
大
月
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
古
文
書
の
日
付

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
疑
間
は
永
解
し
た
。

右
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
断
簡
は
、
具
注
暦
木
筒

の
復
元
的
考
察
に
と
っ
て
暦
法
上
か
ら
も
、
ま
た
歳
首
部
お
よ
び
正
月
条
の
遺

存
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
こ
と
に
好
史
料
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
ず
歳
首
部
の
比
較
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
具
注
暦
木
筒
の
表
が
歳
首
部
の

書
き
出
し
部
、
す
な
わ
ち
木
簡
で
い
え
ば
第

一
簡
の
第

一
面
に
当
る
こ
と
は
、

第

一
行
の
割
書
で
書
か
れ
て
い
る
月
の
大
小
の
記
事
を
勝
宝
八
歳
の
具
注
暦
の

当
該
部
分
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
し
た
が

っ
て
具
注
暦

木
簡
第

一
行
の
書
き
出
し
は
、
誤
記
の
な
い
限
り
、

神
亀
六
年
暦
日

（軌

三
百
五
十
四
日
一一励
械

唯
朋
檄

紅
朋
承
■

で
始
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
呉
注
暦

木
簡
の
第

一
面
は
、　
一
部
二
行
割
書

含
あ
大
Ｏ

を
含
む
二
行
書
き
で
あ
る

が
、
裏
面
の
本
文
日
付
部
が
三
行
書
き
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
赤
外
線
フ
ィ
ル

ム
に
よ
る
写
真
か
ら
判
断
し
て
第

一
行
、
第
二
行
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の
端
寄
り

に
書
か
れ
て
い
て
、
中
間
に
も
う
一
行
入
り
う
る
余
地
の
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
或
い
は
裏
面
同
様
三
行
書
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
う

る
余
地
が
あ
る
。
当
初
、
私
は
そ
う
し
た
可
能
性
も
考
慮
し
て
考
察
を
進
め
て

い
た
が
、
墨
痕
等
文
字
の
存
在
を
示
す
積
極
的
根
拠
に
久
け
る
こ
と
、
お
よ

び
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
具
注
暦
木
筒
の
歳
首
部
は
、
勝
宝
八
歳
具
注
暦
歳

首
部
の
よ
う
に
整
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
省
略
さ
れ
た
形
式
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
、
元
来
二
行
書
き
で
し
か
も
具
注
暦
木
筒
の
歳
首
部
は
第

一
面
の

み
で
完
結
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

木
簡
学
会
第
二
回
大
会
席
上
で
の
岡
田
芳
朗
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
具
注
暦

歳
首
部
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
を
例
に
と
れ
ば
、
第
六
行
、
第
七
行

●
右
件
太
歳
己
下
…
修
営
無
妨
」
の
三
二
字
）、
お
よ
び
第
九
行

（「右
件
歳
徳
己
下
」

云
々
）
以
下
全
部
が
省
略
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
全

一
七
―
一
一
八
頁
参

照
）
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
た
ち
、
具
注
暦
木
簡
第
二
行
の
下
半
部
、
す
な
わ
ち

「口
回
□
□

姿醐
酬
酢
郎
路
醐
中
云
々
か
ら
始
ま
る
二
十
宇
分
を
勝
宝
八
歳
具

注
暦
の
対
応
部
分
と
比
較
し
て
み
る
と
、



〔
八
歳
暦
〕

豹
尾
在
戊
　
歳
徳
在
南
宮
丙
　
天
道
在
乙
辛

人
道

在
丁
癸

〔木
衡
暦
〕

□
□
□
□
　
．即
ビ
匹
郎
跳
邸
〕
天
道
□
丁
奏

人
道

□
乙
辛

と
な
り
、　
一
見
し
て
八
将
軍
の
方
位
に
つ
づ
い
て
歳
徳
、
人
道
、
天
道
の
方
位

が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
具
注
暦
木
簡
歳
首
が
省
略
型
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
注
暦
木
筒
第
二
行
の
上
半
部
に
は
、
歳

刑
、
歳
破
、
歳
殺
、
黄
謄
の
四
神
の
方
位
を
示
す
十
五
文
字
が
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
行
上
半
部
の
文
字
不
明
部
分
の
ス
ペ
ー
ス
か
ら

判
断
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。

右
の
推
定
の
上
に
立
っ
て
、
歳
首
部
の
八
将
神
以
下
の
方
位
を
記
し
た
部
分

を
復
元
す
る
と
、
久
字
部
分
に
誤
記
が
な
い
限
り
、

大
歳
在
己
巳
、
太
陰
在
卯
、
大
将
軍
卯
、
歳
」
爬
機
構
｝
歳。
破。
在。

亥。
、
歳。
殺。
在。
辰。
、
黄。
幡。
在。
丑。
、
豹。
尾。
在
未。
、
歳
徳。
在
東。
宮
甲
、
天

道
在
丁
癸
、
人
道
在
乙
辛

（
。
印
は
意
に
よ
る
補
字
、
」
は
段
落
を
一不
す
）

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
記
事
中
、
第

一
行
に
、
「大
将
軍
在
卯
」
と

あ
る
べ
き
と
こ
ろ
在
字
を
久
き
、
ま
た
第
二
行
の

「天
道
在
乙
幸
、
人
道
在
丁

癸
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
天
道
と
人
道
の
千
支
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
な

ど
、
脱
字
、
誤
記
が
見
ら
れ
る
．

以
上
、
具
注
暦
木
簡
歳
首
部
は
、
簡
略
化
さ
れ
た
形
式
で
、
し
か
も

一
部
二

行
割
書
を
含
む
二
行
で
終
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
前
提
に
た
ち
、
具

注
暦
木
筒
の
正
月
条
が
さ
し
あ
た
り
何
枚
の
木
筒
を
必
要
と
し
た
か
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
よ
う
。

具
注
暦
木
簡
の
裏
面
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
多
に
、
表
と
は
逆
方
向
か
ら
、

正
月
十
八
日
、
十
九
日
、
十
日
の
三
日
分
が
三
行
で
書
か
れ
て
い
る
。　
一
部
判

読
不
能
の
文
字
が
あ
る
が
、
岡
田
芳
朗
氏
の
推
定
復
元
を
参
考
に
復
元
す
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

艮
十
八
日
己
酉
土
危
　
歳
後
天
恩
移
徒
治
竃
解
除
葬
吉

十
九
日
庚
戊
金
成
　
陰
錯
厭

十
日
辛
亥
金
収
　
　
歳
後
天
恩
母
倉
嫁
嬰
加
冠
移
徒
起
土
修

宅
□
戸
井
竃
吉

（
ｏ
印
は
意
に
よ
る
補
字
、
追
筆
は
省
略
）

な
お
、
岡
田
氏
に
よ
れ
ば
、

「
□
戸
」

の
二
字
は
不
明
で
、
暦
注
に
戸
字
を
用

い
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
井
竃
に
続
く
文
字
と
し
て
は
治
又
は
作
が
考
え
ら

れ
、
暦
注
の
末
尾
に
近
い
も
の
に
は
種
蒔
、
斬
草
が
比
較
的
多
い
と
の
こ
と
で

（・２
）

あ

る

。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
具
注
暦
木
筒
２
異
面
第

一
行
が
十
八
日
か
ら
始
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
間
正
月
十
七
日
ま
で
の
分
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
こ
で
、
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
を
参
照
す
る
と
、
一剛
掲

（
一
一
七
頁
）
の

よ
う
に
、
歳
首
部
に
つ
づ
い
て
は
、
「
正
月
大
厭
籟
節
賄
」
云
々
と
そ

の
月

の
方



静岡県城山遺跡出上の具注暦木簡について

位
を
記
し
た
月
首
部
が
あ
り
、
以
下

一
日

一
行
で
日
次
が
続
く
。
月
首
部
は
、

『
大
日
本
古
文
書
』
四
で
は
方
位
等
を
二
行
割
で
組
ん
で
い
る
が
、
『古
事
類

苑
』
方
技
部
が
引
く

『
観
古
雑
帳
』
の

「
天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦
抄
写
」
に
よ

る
と
、
原
本
に
は

「
竹
刀
痕
ノ
白
界
」
が
引
か
れ
、
双
行
の
部
分
も
そ
れ
ぞ
れ

一
行
を
用
い
て
二
行
ど
り
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
．
こ
の
事
実
は

マ
イ
ク
ロ
。
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き

（但
し
白
界
は
確
認
で
き
な
い
）、

『
大
日
本
古
文
書
』
の
組
版
が
源
本
に
忠
実
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で

は
、
具
注
暦
木
筒
の
場
合
も
、
月
首
部
が
二
行
分
を
使

っ
て
書
か
れ
て
い
た
か

と
い
う
と
、
私
は
そ
の
可
能
性
が
皆
無
と
は
言
え
な
い
が
、
歳
首
部
で
月
の
大

小
を
二
行
割
書
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、　
一
行
分
で
収
め
て
い
た
と
推
定
す

る
。
と
す
れ
ば
、
正
月
の
月
首
か
ら
数
え
て
十
七
日
ま
で
十
八
行
で
収
ま
る
こ

と
に
な
り
、
こ
れ
を

一
筒
三
行
書
と
み
て
三
で
割
る
と
、
六
枚
の
木
簡
が
必
要

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
歳
首
か
ら
正
月
十
七
日
ま
で
の
分
と
し
て

七
枚
の
木
簡
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
七
枚

の
木
筒

の
表

に

は
、
歳
首
部
に
始
り
、
以
下
正
月
条
の
十
八
行
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
十
八
日
か
ら
は
、
こ
れ
ら
七
簡
を
綻
に
裏
返
し
て
、
第

一
筒
の

裏
か
ら
表
と
は
逆
方
向
に
、
十
八
日
以
降
の
九
日
分
が

一
筒
三
行
三
日
ず
つ
の

割
で
書
か
れ
、
第
五
筒

（九
日
、
十
日
、
十
一
日
）
の
裏

の
第

一
行
に
正
月
升
日

が
き
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る

（
一
一
八
頁
参
照
。
な
お
、
１
・
２
・
３
は
表
を
、
ィ
・

グ
・
ｙ
は
裏
を
示
す
。）。

で
は
、第
五
筒
の
裏
の
二
行
日
以
下
と
第
六
筒

（十
一一日
、
十
一一一日
、
十
四
日
）、

第
七
簡

（十
五
日
、
十
一ハ
日
、
十
七
日
）
の
裏
面
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
か
っ

た
で
あ
る
う
か
、
そ
れ
と
も
つ
づ
い
て
二
月
条
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
当
初
私
は
、
一
ケ
月
分
が

一
組
と
な
り
、
十
二
ケ
月
分
十
二
組

（歳
首
部
は

正
月
分
に
含
む
）
に
よ
っ
て
具
注
暦
木
簡

一
年
分
が
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
前
提
で
考
え
る
と
容
易
に
解
き
が
た

い
疑
間
に
逢
着
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
正
月
分
が
何
故
七
枚
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
、
六
枚
で
あ
っ
て
も
、
第
六
簡
の
裏
は
二
行
分
の
余
白
が
生
ず

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
木
簡
の
表
裏
を
有
効
に
使
う
と
す
れ
ば
、　
一
ケ
月
分

は
六
枚
で
十
分
で
あ
り
、
七
枚
を
必
要
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
存
す
る
奈
良
時
代
の
具
注
暦
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
前
月
条
に

引
き
つ
づ
い
て
次
月
条
が
書
き
継
が
れ
て
お
り
、
ま
た

『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、

後
述
す
る
よ
う
に
頒
暦
の
一
年
分
は

一
巻
か
ら
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
や

は
り
木
簡
の
場
合
も
、
同
様
に
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
太
陰
太
陽
暦
の
場
合
、
平
年
は
三
五
四
日
、
又
は
三
五
五
日
で
あ
る

が
、
こ
の
木
筒
具
注
暦
の
形
式
、
す
な
わ
ち
歳
首
は
実
際
は
二
行
書
き
で
あ
る

が
三
行
分
＝
一
面
を
使
少
と
し
て
計
算
す
る
と
、
三
五
四
行

（
一
日
一行
）＋
十

二
行

（月
首
一行
）
十
三
行

（歳
首
）＝
三
六
九
行
と
な
り
、
木
簡
表
裏
合
せ
て

六
行
で
除
す
と
、
六

一
・
五
枚
、
す
な
わ
ち
裏
面
に
余
白
を
残
す

一
簡
を
含
め
、

一
年
分
六
二
枚
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
三
五
五
日
の
場
合
も
同
様
の
方
法
で

計
算
す
る
と
、
や
は
り
六
二
枚
で
十
分
で
あ
る
。

次
に
、
六
二
に
近
い
七
の
倍
数
を
求
め
る
と
九
で
あ
る
が
、
七
×
九
Ｈ
六
三



と
い
う
数
は
、
七
枚
を
九
段
重
ね
た
数
で
あ
り
、
六
二
枚
に
白
木
の
一
簡
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き

っ
ち
り
と
長
方
形

（縦
二
尺
、
横
一
尺
四
寸
、
厚
一
寸

八
分
）
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。　
こ
の
結
果
は
、　
一
年
分
の
具
注
暦
木
簡
の
構

成
を
考
え
る
場
合
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
何
故
七
簡
を

一

単
位
と
し
て
表
裏
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
疑
間
に
対
し
、
合
理
的
説
明
が

可
能
と
な
る
。

余
白
の
一
筒
を
加
え
て
長
方
形
に
き
っ
ち
り
と
収
ま
る
た
め
に
は
、
九
簡
を

一
単
位
と
し
た
七
段
の
組
合
せ
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
も
予
想

さ
れ
る
が
、
こ
の
疑
い
は
、
太
陰
太
陽
暦
で
は
二
年
又
は
三
年
に
一
度
あ
っ
た

関
年
の
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
直
ち
に
氷
解
す
る
。
閏
年
の
場
合
は

一
年
三
八
三

日
又
は
三
八
四
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
基
礎
に
同
様
の
計
算
を
す
る
と
、
い
ず

れ
の
場
合
も
六
七
枚
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
七
枚
を
単
位
に
重

ね
て
見
る
と
、
三
枚
の
白
木
の
簡
を
補

っ
て
十
段
で
収
ま
る
が
、
九
筒
を

一
段

と
し
た
場
合
に
は
八
段
で
五
枚
の
補
足
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
七
枚
単

位
の
組
合
せ
が
、
平
年
、
閏
年
を
通
じ
て
最
も
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

∠ρ
。右

の
考
察
か
ら
、
具
注
暦
木
簡
が
何
故
七
枚
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
か
、
ま
た
、　
一
年
分
の
構
成
が
月
別
に

一
組
と
な
っ
て
十
二
組

（閣
年
に
は

十
三
組
）
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
存
の
紙
に
書
か
れ
た
奈
良
時
代

の
具
注
暦
と
同
様
、
前
月
に
引
き
続
い
て
次
月
が
間
断
な
く
書
き
継
が
れ
て
い

た
と
見
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
平
年

の
場
合
は
七
枚
九
段
重
ね

（約
二
尺
。
一
尺
四
寸
。
一
寸
八
分
）、
間
年

は
七
枚
十

段
重
ね

（約
二
尺
。
一
尺
四
寸
二
一寸
）
の
長
方
形
に
き

っ
ち
り
と
収
ま
る
も

の

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
年
分
の
具
注
暦
木
簡
の
構
成
を
右
の
よ
う
に
復
元
想
定
す
る
こ
と
は
、
あ

り
う
べ
き

一
つ
の
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
に
も
っ
と
合
理
的
な

想
定
が
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
唯

一
つ
ほ
ぼ
確
実
に

言
え
る
こ
と
と
し
て
、
当
初
私
が
考
え
た
月
別
に

一
組
を
な
す
と
い
う
想
定
は

ほ
と
ん
ど
成
立
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
私
が
こ
う
い
う
想
定
を
し
た

背
景
に
は
、
い
ま
か
り
返
っ
て
見
る
と
、
現
行
の
カ
レ
ン
ダ
ー
方
式
が
暗
黙
の

前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
時
に
は
そ
れ
と
自

覚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
過
去
の
理
解
の
前
に
し
ば
し
ば
仕
掛
け
ら
れ

て
い
る
常
識
の
陥
穿
の
一
事
例
と
し
て
自
戒
し
た
い
。

具
注
暦
木
簡
の
構
成
が
仮
に
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
不
確
か
な

基
礎
の
上
に
屋
上
屋
を
架
す
危
険
性
が
あ
る
が
、
木
筒
の
機
能
論
と
し
て
は
避

け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
初
の
私
案
で
は
、
七
枚
の
木
筒
が

一
ケ
月
分
の

冊
書
と
し
て
編
綴
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
、
木
簡
学
会
第
二
回

大
会
で
は
そ
の
趣
旨
で
報
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
編
綴
の

痕
跡
等
証
拠
と
な
る
も
の
に
久
け
る
た
め
、
大
会
席
上
反
対
意
見
も
あ
り
、
広

く
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
編
綴
に
反
対
す
る
見
方
の
場
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合
も
、
特
に
積
極
的
な
提
言
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
改

め
て
今
回
新
た
に
到
達
し
た
私
案
に
そ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
七
枚
を

一
単
位

と
し
て
そ
の
整
数
倍
で

一
年
分
が
き
っ
ち
り
と
収
ま
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、　
一
つ
に
は
七
枚
を

一
段
と
し
て
積
み
上
げ
た
状
態
で
、
日
次
の

進
行
に
従
い
、
反
転
し
た
り
、
積
み
換
え
た
り
し
て
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
七
枚
九
段
の
木
簡
暦
を
収
納
す
る

外
ぬ

（匡
）
の
存
在
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

も
う

一
つ
の
あ
り
う
べ
き
想
定
と
し
て
、　
一
段
七
枚
ず
つ
が
編
綴
さ
れ
た
上

で
、
暦
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
編
綴

し
て
い
た
痕
跡
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
七
枚

一
組
で
考
え

た
場
合
、
使
用
さ
れ
る
日
数
は
約
四
十
日
程
度
で
あ
り
、
木
簡
そ
れ
自
体
に
痕

跡
の
残
る
程
の
期
間
と
も
思
え
な
い
。
こ
う
し
た
利
用
の
場
合
で
も
、
や
は
り

木
簡
を
収
納
す
る
外
面
の
存
在
は
当
然
考
慮
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

木
簡
に
書
か
れ
た
具
注
暦
が
ど
の
よ
う
な
形
態
と
構
成
を
と
り
、
ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
想
定
を
試
み
た
が
、
も

と
よ
り
以
上
の
考
察
が
あ
り
得
べ
き
可
能
性
の
九
て
を
に
し
た
な
ど
と
は
毛
頭

考
え
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
ほ
ぼ
原
形
を
保
つ
と
は
い
え
、　
一
簡
の
み
の
単

独
出
土
で
は
、
そ
の
形
態

”
構
成

・
機
能
等
の
解
明
に
自
ら
限
界
が
あ
る
。
発

想
の
転
換
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
今
後
の
関
連
資
料
の
出
現
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
木
筒
の
形
態
論
お
よ
び
機
能
論
上
、
具
注

暦
木
筒
の
出
現
は
誠
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
従
来
、
わ
が
国
の
木
簡
は
、

近
年
の
出
土
例
の
増
加
と
そ
の
形
態
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も

単
独
で
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
事
例
の
み
で
、
中
国
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
冊
書
と
し
て
編
綴
し
て
使
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
事
例
は
皆
無
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
今
回
の
具
注
暦
木
簡
の
出
現
は
、
明
ら
か
に
冊
書
と
し
て
編
綴

さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
と
す
る
確
証
に
は
久
け
る
も
の
の
、
同

一
規
格
か
ら
な
る

複
数
の
簡
が
組
合
さ
れ
て

一
つ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
い
う
新
た
な
事
例
を

提
供
し
た
点
で
、
わ
が
国
の
木
筒
の
単
独
的
機
能
と
い
う
特
質
に
若
千
修
正
を

せ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
冊
書
と
し
て
の
可
能
性
を
も

な
お
残
し
て
い
る
点
に
興
味
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。

具
注
暦
木
簡
の
こ
う
し
た
木
簡
学
上
に
占
め
る
意
義
を
更
に

一
層
鮮
明
に
す

る
た
め
に
は
、
や
や
観
点
を
変
え
て
具
注
暦
木
簡
を
具
注
暦
と
し
て
の
側
面
か

ら
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
、
暦
の
内
容
に
関
わ
る
天

文

・
暦
学
的
な
考
察
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
暦
の
文
化
的

。
制
度
的
な

側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
経
た
上

で
、
木
簡
学
的
意
義
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

〓
一　
太
陰
太
陽
暦
の
受
容
と
造
暦

。
頒
暦

中
国
で
発
達
し
た
い
わ
ゆ
る
太
陰
太
陽
暦
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
王
権

を
媒
介
と
し
て
次
第
に
定
着
し
て
ゆ
く
の
は
六
・
七
世
紀
に
か
け
て
の
頃
で
、

時
あ
た
か
も
古
代
国
家
の
形
成
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
太
陰
太
陽
暦
採
用
以
前



に
、
わ
が
国
固
有
の
暦
法
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
本
居
宣
長
が

「
真
暦

（・４
）
考
」
に
お
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
日
本
古
暦
Ｈ
自
然
暦
の
性
格

は
、
荒
木
俊
馬
氏
に
よ
っ
て

「
四
季

一
循
環
の
一
年
周
期
と
、
月
の
満
ち
欠
け

の
周
期
た
る
朔
望
月
と
を
強
い
て
調
和
せ
し
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
し
た
が

っ
て

閏
月
な
ど
と
言
っ
た
概
念
も
全
然
生
じ
よ
う
が
な
く
、
ま
た

『
一
年
を
十
二
月

と
定
む
る
こ
と
は
な
か
り
し
』
ほ
ど
、
大
ら
か
な
暦
で
あ
っ
た
が
、
暦
と
し
て

は
な
し
ろ
純
粋
太
陽
暦
の
性
格
を
有
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
わ
が
国
固
有
の
自
然
暦
か
ら
、
朔
望
月
に
よ
る

月
次
日
次
が
よ
う
や
く
整
い
、
こ
れ
を

一
年
四
季
の
季
節
に
配
す
る
中
国
流
の

太
陰
太
陽
暦
形
式
へ
と
移
行
し
て
行

っ
た
時
期
を
、
荒
木
氏
は

「履
中
朝
か
ら

継
体
朝
に
至
る
約
百
年
間
の
こ
筑
」）
と
し
て
い
る
。

中
国
流
の
暦
法
の
伝
来
に
関
す
る

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
、
欽
明
紀
十
四

年
六
月
条
に
、

別
勅
二区
博
士
、
易
博
士
、
暦
博
士
等
（
宜
二依
ン番
上
下
（
今
上
件
色
人
正

当
二相
代
年
月
（
宜
下付
・・還
使
一相
代
ふ
又
卜
書
、
暦
本
種
種
薬
物
可
二付
送
（

と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
欽
明
十
四
年
正
月
乙
亥
、
百
済
が

使
を
遣
し
て
軍
兵
を
乞
う
た
の
に
対
し
、
同
年
六
月
内
臣
某
を
遣
し
、
馬

・

船

。
弓
箭
を
贈

っ
た
記
事
に
つ
づ
い
て
見
え
る
も
の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
医

・

易

。
暦
２
二
博
士
は
百
済
の
博
と
で
あ
り
、
こ
の
時
交
代

の
期
限
が
き
た
た

め
、
還
使
と
と
も
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
交
代
要
員
の

来
朝
は
、
翌
十
五
年
二
月
条
に
、

別
奉
ン勅
貢
〓易
博
士
施
徳
王
道
良
、
暦
博
士
固
徳
王
保
孫
、
医
博
士
奈
率
玉

有
崚
陀
、
採
薬
師
施
徳
活
量
豊
、
固
徳
丁
有
陀
、
楽
人
施
徳
三
斤
、
季
徳
己

床
次
、
季
徳
進
奴
、
対
徳
進
陀
（
皆
依
ン請
代
之
、

と
見
え
る
。
交
代
に
あ
た
っ
て
送
付
を
要
望
し
た
、
卜
書
、
暦
本
の
こ
と
は
見

え
な
い
が
、
恐
ら
く
交
代
の
博
士
ら
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
見
て
大
過
あ

る
ま
い
。

こ
の
時
、
五
経
博
士
や
僧
侶
も
交
代
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
五
経

偉
上
の
渡
来
は
す
で
に
継
体
紀
七
年
六
月
条
に
、

百
済
遣
工
姐
弥
文
貴
将
軍
い
洲
利
即
爾
将
軍
（
副
二穂
積
臣
押
山
（
貢
二五
経

博
士
段
楊
爾
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
見
え
、
同
十
年
九
月
条
に
は
、
五
経
博
士
漢
高
安
茂
が
段
楊
爾
に
代

っ
て
渡

来
し
た
こ
と
が
見
え
る
か
ら
、
百
済
に
よ
る
こ
う
し
た
知
識
人
、
技
術
者
の
交

代
制
に
よ
る
提
供
は
、
六
世
紀
初
頭
の
継
体
朝
に
始
ま
り
、
欽
明
朝
に
は
多
方

面
に
わ
た
っ
て
次
第
に
完
着
し
つ
つ
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ

の
時
期
の
わ
が
国
は
こ
う
し
た
文
化
的
方
面
の
知
識
人
、
技
術
者
を
擁
さ
ず
、

そ
の
提
供
を
百
済
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
興

味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
文
化
の
提
供
が
大
和
王
権
の
軍
事
力
の
提
供
の

代
償
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
た
ち
い
っ
た
考
察
を
す
る
場
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
の
文
明
化

が
、
軍
事
力
の
提
供
と
引
換
え
に
開
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ

い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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欽
明
朝
に
渡
来
し
た
暦
博
士
や
暦
本
が
如
何
な
る
暦
法
に
よ
る
も
の
で
あ

っ

た
か
は

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
限
り
不
詳
で
あ
る
が
、
『周
書
』
百
済
伝
に
は
、

兵
有
二弓
箭
刀
沿
（
谷
重
二騎
射
（
兼
愛
二墳
史
（
其
秀
異
者
、
頗
解
二属
文
（

又
解
二陰
陽
五
行
（
用
二宋
元
嘉
暦
（
以
二建
寅
月
一為
二歳
首
（

と
あ
り
、
ま
た
、
元
嘉
暦
使
用
の
こ
と
は

『
隋
書
』
百
済
伝
に
も
見
え
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
百
済
の
暦
博
士
や
暦
本
は
、
来
の
何
承
天
が
作
り
、
元
嘉
十
二

年

（四
四
五
）
か
ら
六
五
年
間
行
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
元
嘉
暦
に
よ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
術
．

こ
の
よ
う
に
、
百
済
か
ら
暦
博
士
や
暦
本
が
直
接
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
六
世

紀
に
お
い
て
は
、
暦
の
使
用
が
始
ま
っ
た
と
は
い
え
、
国
内
に
暦
法
を
解
し
、

暦
を
製
作
す
る
能
力
や
技
術
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
当
然
暦
の
使
用

は
百
済
の
暦
博
士
を
擁
す
る
王
室
周
辺
に
限
ら
れ
る
も
の
で
、
広
く
民
間
に
普

及
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
「

暦
法
技
術
の
習
得
と
導
入
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
百
済
僧
観
勒

に
よ
っ
て
伝
授
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
十
年
十
月
条

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

百
済
僧
観
勒
来
之
、
傷
貢
三暦
本
及
天
文
地
理
書
、
井
遁
甲
方
術
之
書
一也
、

是
時
選
・一書
生
三
四
人
（
以
件
ン学
コ習
於
観
勒
一央
、　
陽
胡
史
祖
玉
陳
習
二暦

法
（
大
友
村
主
高
聰
学
二天
文
遁
甲
（
山
背
臣
日
並
立
学
二方
術
（
皆
学
以
成
ン

業
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
陽
胡
史
の
祖
、
玉
陳
が
暦
法
を
学
び
、
そ
の
技
術
を
習
得
し

た
と
あ
る
。
ま
た

『
政
事
要
略
』
巻
十
五
に
は
、

儒
伝
云
、
以
二小
治
田
朝
十
二
年
歳
次
甲
子
正
月
成
輻
児
（
始
用
二暦
日
＾

と
あ
り
、
観
勒
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
暦
法
が
、
推
古
十
二
年

全
ハ〇
四
）
の

甲
子
年
を
期
し
て
実
施
に
移
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
欽
明
朝
に

百
済
の
暦
博
士
が
交
代
で
常
駐
し
、
暦
の
必
要
を
満
し
て
い
た
段
階
と
は
本
質

的
に
異
な
り
、
暦
法
が
自
国
の
技
術
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
我
国
に
お
け
る
暦
の
始
用
は
、
厳
密
に
は
こ
の
時
期
に
求
め
ら

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
最
初
に
暦
法
を
習
得
し
た
玉
陳
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
後
喬
陽
胡
史

一
族
に
暦
法
技
術
が
伝
承
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
一
族

か
ら
、
義
老
令
の
刊
定
に
従
い
、
ま
た
漢
語
に
も
よ
く
通
じ
て
い
た
と
い
わ
れ

る
陽
胡
史
真
身
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
濁
）
確
か
に
学
問
の
伝
統
が
伝
え

ら
れ
は
し
た
が
、
そ
れ
が
暦
法
と
は
限
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

工
権
の
伸
長
と
国
家
形
成
の
進
捗
の
中
で
、
暦
の
必
要
性
と
そ
の
定
着
化
は

益
々
高
ま
り
、
か
つ
進
展
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
今
日
遺
存
す
る
金
石

文
史
料
で
暦
注
の
見
え
る
も
の
と
し
て
、
野
中
寺
弥
勤
菩
薩
半
珈
像
銘
文
が
あ

る
。
そ
こ
に
は
、

丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
癸
卯
開
記
云
々
、

（２０
）

と
見
え
、
丙
寅
年
は
天
智
五
年

全
ハ
一ハ
一Ｃ

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。　
ま
た
、　
文

中
の
旧
と
は
、
唐
の
高
宗
の
麟
徳
二
年

盆
ハ
一ハ
五
）
に
採
用
さ
れ
た
李
淳
風
の

作
成
に
な
る
新
暦
、
す
な
わ
ち
麟
徳
暦
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
中
国
で
使
わ
れ



て
い
た
元
嘉
暦
の
こ
と
を
さ
す
と
す
る
説
カミ
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
異
論
も
あ

噺
）
解
釈
は
確
定
し
て
い
な
い
。
開
は
、
十
二
直
の
一
つ
、
ひ
ら
く
で
あ
る
。

十
二
直
は
、
わ
が
国
で
用
い
ら
れ
た
暦
注
の
う
ち
で
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
と

い
わ
れ
、
こ
こ
に
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
七
世
紀
中
葉
の
天
智
朝
に

具
注
暦
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
大
宝
以
前
の
十

二
直
記
載
例
と
し
て
、
他
に

「
成
戊
年
四
月
十
三
日
壬
寅
収
」
云
々
と
刻
し
た

妙
心
寺
鍾
銘
文
が
あ
り
、
戊
戌
年
は
文
武
二
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

暦
は
人
間
の
予
定
行
為
の
指
針
や
尺
度
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
集
団
の
組
織

的
行
動
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
組
織
の
発
達
、
官
僚
機

構
の
整
備
は
必
然
的
に
暦
の
需
要
を
増
大
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
武
末
年
か

ら
持
統
朝
に
か
け
て
は
、
律
令
の
編
纂
も
進
み
、
官
僚
機
構
も
漸
次
整
え
ら
れ

て
、
律
令
国
家
体
制
が
急
速
に
創
出
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
に
伴

っ
て
暦
制
も

次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『政
事
要
略
』
巻
十
五
に
は
、

右
官
史
記
云
ヽ
太
上
天
皇
持
統
元
年
正
月
、
頒
二暦
諸
司
（

と
見
え
、
持
統
朝
に
、
陰
陽
寮
が
作
成
し
た
暦
を
内
外
諸
司
に
頒
布
す
る
い

わ
ゆ
る
頒
暦
の
制
度
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
後
に
や
や

詳
し
く
述
べ
る
よ
う
な
頒
暦
の
制
度
が
こ
の
時
に
整
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、

そ
の
濫
傷
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
右
官
史
記
と
は
、
伴
信

友
が

「
日
本
紀
年
暦
考
」
の
中
で
、
「持
統
天
皇
の
御
世
の
事
を
、
太
上
天
皇

元
年
ど
記
せ
る
を
お
も
へ
ば
、
文
武
天
皇
の
御
世
の
右
大
史
の
記
な
る
べ
し
」

と
言
っ
て
い
る
よ
ヶ
に
、
右
官
と
は
右
弁
官
の
前
身
で
、
史
記
と
は
そ
の
史
の

記
録‥
と
い
う
こ
と
で
あ
る
う
か
。

『
日
本
書
紀
』

に
は
こ
の
記
事
を
欠
く
が
、

記
事
の
信
頼
性
は
高
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は

「
太
上

天
皇
元
年
」
を
、
称
制
元
年

全
ハ
八
七
）
と
す
る
か
、
即
位
元
年
＝
持
統
四
年

盆
ハ
九
〇
）
と
す
る
か
に
あ
る
。
千
支
を
欠
く
た
め
、
い
ず
れ
と
も
速
断
で
き
な

い
が
、
称
制
元
年
と
す
れ
ば
、
天
武
の
死
は
九
月
九
日
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に

天
武
存
命
中
に
頒
暦
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
即
位

元
年
と
す
れ
ば
、
即
位
は
正
月

一
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
頒
暦

が
行
な
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
持
統
四
年
と
い
う
年
は
、
造
籍
を
始

め
と
し
て
、
浄
御
原
官
制
の
施
行
、
百
官
の
遷
任
な
ど
、
律
令
制
成
立
史
上
注

目
す
べ
き
年
で
あ
り
、
右
官
史
記
に
い
う
太
上
天
皇
元
年
が
持
統
四
年
で
あ
る

可
能
性
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

持
統
朝
に
お
け
る
領
暦
の
開
始
に
つ
づ
い
て
、

『
日
本
書
紀
』
は
、
持
統
四

年
十

一
月
十

一
日
の
こ
と
と
し
て
、

奉
ン勅
始
行
一二元
嘉
暦
与
二儀
鳳
暦
（

と
記
し
て
い
る
。
元
嘉
暦
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
南
未
の
何
承
天
が
作

っ
た
と
い
わ
れ
る
暦
で
、
百
済
を
介
し
て
わ
が
国
で
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
り
、
儀
鳳
暦
は
唐
の
麟
徳
二
年

全
ハ
一ハ
五
）
甲
子
歳
を
以
て
暦
元
と

し
て
施
行
さ
れ
た
李
淳
風
の
作
に
な
る
暦
で
、
中
国
で
は
麟
徳
暦
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
を
儀
鳳
暦
と
呼
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
何
故
儀
鳳

暦
と
呼
ん
だ
か
に
つ
い
て
、
『
大
日
本
史
』
は
、
か
の
地
で
儀
鳳
と
改
元

盆
ハ

七
一ハ
年
）
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
暦
も
ま
た
儀
鳳
の
名
あ
り
と
し
て
い
る
が
、
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静岡県城山遺跡出上の具注暦木簡について

中
国
で
儀
鳳
暦
と
称
し
た
事
実
は
な
い
」
さ
れ
、
ま
た
別
に
、
儀
鳳
年
間
に
わ

が
国
に
将
来
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
こ
の
名
が
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ

ま
た
根
翻
郡
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
名
称
の
起
源
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
、
『
日
本
現
在
書
目
録
』
に
「麟

徳
梧
八
、
儀
鳳
暦
三
」
と
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
「麟
徳
暦
と
同
じ
と
み
る
に

は
や
や
疑
欄
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
暦
学
的
に
そ
れ
を
裏
づ
け
る
事
実
が

特
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
両
者
は
同
じ
も
の
と
見
て
大
過
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。

こ
つ
記
事
つ
最
大
の
問
題
点
は
、
元
嘉

・
儀
鳳
両
暦
が
併
用
さ
れ
た
と
い
う

ｔ
ｉと
つ
意
味
で
あ
る
。
二
種
類
の
暦
が
同
時
に
併
行
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
」
で
あ
り
、
こ
の
記
事
つ
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
は
、
市
く
は

『類
乗
三
代
格
』
貞
観
三
年
六
月
十
六

十日
の
太
政
官
符
に
引

！く
、
陰
楊
頭
兼
循
博
士

，大
溶
日
朝
恒
真
腎
湾

の
解
状

に

「
有
ン勅
始
用
二元
嘉

暦
（
欺
胡
二儀
鳳
暦
と

と
見
え
ち
他
、
江
戸
時
代
以
来
種
々
の
論
議
が
な
さ
れ

て
き
た
。
暦
学
つ
今
日
的
達
成
に
よ
る
と
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
元
嘉
暦

つ
冷
州
は
故
切

‐朝
似

‐
来

‐
考
文
ち
れ
祐
セ
こ
ろ
で

，あ
る
か
ら
、
こ
の
持
統
四
年
の

記
事
は
両
暦
併
用
の
開
始
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
併
用
と
は
二
様

の
暦
日
び
頒
暦
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
元
嘉
暦
に
よ
っ
て
暦

日
を
定
め
、
「
儀
鳳
暦
は
よ
う
や
く
誤
差
の
累
積
し
て
き
た
元
嘉
暦
の
補
正
、

特
に
綱
蝕
の
推
算
な
ど
に
補
足
的
に
使
用
さ
れ
煽
」）
と
考
え
舛
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
併
用
が
何
時
ま
で
続
け
ら
れ
、
儀
鳳
暦
の
単
独
行
用

に
移
行
し
た
の
は
何
時
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
今
日
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

持
統
十
年

全
ハ
九
一Ｃ

ま
で
い
わ
ゆ
る
併
用
が
続
い
た
こ
と
、
お
よ
び
文
武
二

年

全
ハ
九
八
）
か
ら
は
儀
鳳
暦
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
確
定
的

で
あ
る
が
、
持
統
十

一
年
す
な
わ
ち
文
武
元
年

盆
ハ
九
七
）
の
暦
日
が

い
ず
れ

の
暦
法
に
よ
っ
て
い
た
か
、
そ
の
点
が
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

あ
た
力、
も
こ
の
年
は

『
日
本
書
紀
』
の
最
終
年
、
『続
日
本
紀
』

の
第

一
年

に
当
る
年
で
、
八
月

一
日
に
持
統
譲
位

・
文
武
即
位
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
こ

と
に
つ
き
、
『
日
本
書
紀
』
と

『
続
日
本
紀
』
と
で
は
日
付
の
干
支
が
相
違
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

④

『
日
本
書
紀
』
持
統
十

一
年
条

八
月
乙
丑
朔
、
天
皇
定
二策
禁
中
（
禅
二天
皇
位
於
皇
太
子
（

ω

『
続
日
本
紀
』
文
武
元
年
条

八
月
甲
子
朔
、
受
レ禅
即
ン位
、

と
あ
り
、
④
は
元
嘉
暦
の
暦
日
で
あ
り
、
０
は
儀
鳳
暦
の
そ
れ
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
同

一
年
が
二
つ
の
暦
法
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
岡
田
芳
朗
氏
は
元
嘉
暦
か
ら
儀
鳳
暦
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、

０
持
統
十

一
年
年
初

（作
暦
は
前
年
中
）

②
文
武
即
位
の
際

（作
暦
は
持
統
在
位
中
）

③
文
武
二
年
年
初

（作
暦
は
文
武
元
年
中
）

の
三
つ
勉
穆
合
が
考
え
ら
れ
る
と
し
、
な
か
で
も
③
が
も
っ
と
も
可
能
性
が
高

い
と
し
た
。
③
と
し
た
場
合
、
続
紀
の
八
月
朔
日
以
降
の
記
事
が
儀
鳳
暦
に
よ
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っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は

『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
過
程
で
、

巻
初
か
ら
儀
鳳
暦
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て

「
こ

の
場
合
、
即
位
を
甲
子
朔
と
す
る
こ
と
も
意
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
さ

ら
に
、
「
元
嘉
暦
か
ら
儀
鳳
暦
へ
の
移
行
は
、
す
で
に
行
用
二
百
年
に
達

し
て

誤
差
の
累
積
し
て
い
た
元
嘉
暦
を
廃
し
、
現
に
唐
朝
行
用
の
儀
鳳
暦
に
改
め
て

（
マ
マ
）

い
こ
う
と
い
う
国
際
的
趨
勢
の
な
か
で
、
き
わ
め
て
政
治
性
に
、
そ
の
時
期
が

選
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
論
じ
た
。
こ
の
岡
田
氏
の
推
論
は
、
大

筋
に
お
い
て
承
認
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
唯

一
つ
補
足
的
に
私
見
を

加
え
る
な
ら
ば
、
文
武
即
位
を
八
月
甲
子
朔
に
行
う
と
い
う
こ
と
が
為
政
者
の

最
大
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
甲
子

革
令
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
為
政
者
の
強
く
意
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
政
新
之
詔
が
大
化
二
年
正
月
甲
子
朔
に
発
せ
ら
れ
た
と
す
る

『
日
本

書
紀
』
の
作
為
輔
〕
そ
う
し
た
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
勿
論
、

誤
差
の
累
積
し
た
元
嘉
暦
の
廃
止
に
せ
よ
、
ま
た
文
武
即
位
に
せ
よ
、
早
晩
着

手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る

両
暦
併
用
の
も
と
で
、
儀
鳳
暦
に
よ
っ
て
八
月

一
日
甲
子
と
い
う
日
を
予
め
選

び
、
そ
の
日
を
期
し
て
文
武
即
位
を
挙
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
二
つ
の
課
題
を

一
挙
に
果
そ
う
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
は
こ
の
事
実
の
中
に
、
古
代
に
お
け
る
暦
の
政
治
的
性
格
が
端
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

文
武
即
位
を
契
機
と
し
、
文
武
二
年
か
ら

一
般
に
行
用
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
儀
鳳
暦
は
、
そ
の
後
天
平
宝
字
七
年

（七
杢
影

ま
で
の
六
六
年
間
用

い
ら

れ
た
。
『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
八
月
戊
子
条
に
は
、

廃
二儀
鳳
暦
（
始
用
二大
行
暦
（

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
行
暦
が
実
際
に
用
い
ら
れ
た
の
は
翌
宝
字
八
年
正
月

一
日
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
儀
鳳
暦
の
施
行
に
関
す
る
さ
き
の

推
定
を
助
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

新
た
に
採
用
さ
れ
た
大
行
暦
は
、
唐
僧

一
行
の
作
に
な
る
も
の
で
、
唐
の
開

元
十
七
年

（と

一九
）
に
始
用
さ
れ
、
三
三
年
間
に
わ
た
っ
て
用

い
ら
れ
た
。

わ
が
国
へ
は
、
天
平
七
年

（±
一三
）、
入
唐
留
学
生
下
道
朝
臣
真
備

に
よ
っ

て
、
大
行
暦
経

一
巻
、
大
行
暦
立
成
十
二
巻
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
、
天
平
宝
字

元
年
十

一
月
に
は
、
大
行
暦
議
が
暦
等
生
の
教
科
書
の
一
つ
と
し
て
採
用
さ
れ

逓
．
そ
し
て
、
天
平
宝
字
八
年
か
ら
天
安
元
年

（八
五
七
）
に
至
る
九
四
年
間

施
行
さ
れ
、　
さ
ら
に
天
安
二
年
よ
り
貞
観
三
年

（八
六
３

ま
で
の
四
年
間
、

五
紀
暦
と
併
用
さ
れ
た
。
貞
観
四
年
か
ら
は
、
貞
観
元
年
に
渤
海
大
使
馬
孝
慎

が
も
た
ら
し
た
宣
明
暦
が
施
行
さ
れ
、
貞
享
二
年

（
〓
ハ
八
五
）、
保
井

（渋
川
）

春
海
が
わ
が
国
独
自
の
技
術
に
よ
っ
て
編
暦
し
た
貞
享
暦
が
施
行
さ
れ
る
ま

で
、
実
に
八
二
三
年
間
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
。

以
上
、
太
陰
太
陽
暦
の
わ
が
国
へ
の
伝
来
と
定
着
、
お
よ
び
暦
法
の
変
遷
に

つ
い
て
略
述
し
た
が
、
次
に
造
暦
と
頒
暦
に
つ
い
て
制
度
的
側
面
を
中
心
に
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
は
暦
は
三
権
や
皇
帝
の
独
占
す
る
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と
こ
ろ
で
あ
り
、
律
令
制
下
で
は
暦
の
作
成
は
陰
陽
頭
の
所
轄
す
る
と
こ
ろ

で
、
陰
陽
寮
に
は
暦
博
士

一
人
と
暦
生
十
人
が
い
た
。
暦
博
士
の
相
当
位
階
は

従
七
位
上
で
、
そ
の
任
務
は
職
員
令
に

「掌
三
造
ン暦
馬
及
荻
二暦
生
等
こ

と
規

（
３７
）

定
さ
れ
、
ま
た
暦
生
は

「
掌
ン習
／暦
」
と
あ
る
。
暦
の
作
成
に
関
す
る
令
の
規

定
と
し
て
は
、
雑
令
造
暦
条
に
、

九
陰
陽
寮
、
毎
ン年
預
造
二来
年
暦
（
十

一
月

一
日
、　
申
引送
中
務
（
中
務
奏

聞
、
内
外
諸
司
、
各
給

一
本
、
並
令
三年
前
至
三所
在
（

と
あ
り
、
造
暦
は
暦
博
士
が
暦
生
を
使

っ
て
行
い
う
捨
れ
を
通
じ
て
博
士
は
暦

生
の
教
育
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

造
暦
の
過
程
を
、

『
延
喜
式
』

の
規
定
を
中
心
に
そ
の
概
略
に
つ
い
て
た
ど

っ
て
み
る
と
、
ま
ず
陰
陽
寮
式
暦
本
条
に
、

凡
暦
本
進
ン寮
、
具
注
御
暦
八
月

一
日
、
七
躍
御
暦
十
二
月
十

一
日
、
頒
暦

六
月
十

一
日
、
並
為
二期
限
（

と
あ
り
、
暦
本
す
な
わ
ち
暦
博
士
が
作
成
す
る
来
年
の
暦
の
原
稿
の
提
出
期
限

が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
文
中
、
具
注
御
暦
と
は
天
皇
お
よ
び
中
官

。
東
官
の
用

に
供
さ
れ
る
具
注
暦
、
七
曜
御
暦
と
は
天
皇
に
供
さ
れ
る
日
、
月
、
五
惑
星

（木
・
火
・
土
・
金
・
水
）
の
天
上
の
位
置
を
記
し
た
天
体
暦
で
あ
り
、
頒
暦
と

は
内
外
の
諸
司
に
頒
布
さ
れ
る
具
注
暦
で
、
内
容
的
に
は
具
注
御
暦
と
同
じ
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
暦
と
い
わ
れ
た
も
の
に

は
、
具
注
暦
、
七
躍
暦
の
他
に
、
八
二
年
に
一
度
造
進
さ
れ
る
中
星
暦
と
呼
ば

（
４０
）

れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。

暦
本
が
陰
陽
寮
に
提
出
さ
れ
る
と
、
陰
陽
寮
で
は
必
要
数
を
書
写
し
て
十

一

月

一
日
に
中
務
省
に
申
送
り
、
中
務
省
は
そ
の
日
に
天
皇

に
奏
聞

（義
解
に
よ

れ
ば
、
太
政
官
を
経
ず
中
務
が
直
奏
す
る
定
め
で
あ
っ
た
）、　
そ
れ
と
同
時
に
諸
司
に

各
々
一
本
を
給
付
し
、
年
内
に
配
り
終
え
る
の
が
令
の
定
め
で
あ
っ
た

Ω
削
掲

雑
令
造
暦
条
）。
内
外
諸
司
へ
の
給
付
に
つ
い
て
、
雑
令
造
暦
条
義
解
に
、

謂
、
被
／管
寮
司
及
郡
司
者
、
省
国
別
写
給
、

と
あ
り
、
頒
暦
の
配
付
先
は
省
国
止
り
で
、
省
国
被
管
の
寮
司
や
郡
司
に
は
省

国
の
責
任
で
書
写
し
て
配
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
十

一
月

一
日
の
中
務
奏
聞
お
よ
び
内
外
諸
司
へ
の
頒
暦
に
つ
い
て
、
延

喜
太
政
官
式
新
暦
条
に
は
、

九
陰
陽
寮
造
二新
暦
・畢
、
中
務
省
十

一
月

一
日
奏
進
、　
其
頒
暦
者
、　
付
二少

納
言
一令
レ給
二大
臣
（
大
臣
転
付
工弁
官
（
令
ン頒
「下
内
外
諸
司
（

と
あ
る
。
こ
れ
を
造
暦
条
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
相
違
に
気
付
く
。

ま
ず
第

一
は
、
令
で
中
務
奏
聞
と
あ
る
点
が
、
太
政
官
式
で
は
中
務
に
よ
る

新
暦
の
奏
進
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
令
で
は
そ
の
手
続
が
明
示

的
で
な
か
っ
た
頒
暦
が
、
太
政
官
式
に
お
い
て
は
太
政
官
の
職
務
と
し
て
明
文

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
今
に
対
す
る
式
本
来
の
性
格
に

由
来
す
る
事
柄
で
、
令
の
規
定
を
う
け
て
そ
の
施
行
細
則
を
明
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
コ
一代
実
録
』
元
慶
七
年
十

一
月
甲
子
朔
条
に
は
、

陰
陽
寮
奏
二御
暦
（
井
進
二頒
暦
於
太
政
官
（
例
也
、

と
見
え
、
頒
暦
の
造
進
先
は
太
政
官
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
な



が
ら
、
『貞
観
儀
式
』
進
御
暦
儀
に
は
、
十

一
月

一
日
中
務
が
陰
陽
寮
を
率

い

て
御
暦
と
頒
麿
と
を
奉
覧
さ
せ
た
後
、
退
出
し
て
、

大
臣
即
以
二頒
暦
一賜
二太
政
官
（
転
付
〓弁
官
一令
ン頒
コ下
内
外
諸
司
（

と
記
し
て
い
る
か
萌
、）
頒
暦
は
太
政
官
に
進
め
る
と
は
い
え
、　
一
旦
は
御
暦
と

と
も
に
天
皇
に
進
覧
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
の
相
違

も
、
同
じ
こ
と
の
別
な
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

十

一
月

一
日
の
新
暦
奏
進
は
御
暦
奏
と
よ
ば
れ
、
年
中
行
事
化
し
た
。
そ
の

儀
式
の
あ
り
さ
ま
は
、
右
に
あ
げ
た

『
貞
観
儀
式
』
の
他
、
延
喜
陰
陽
式
進
暦

条
や

『
北
山
抄
』
、
『
政
事
要
略
』
巻
十
五
所
引
の

『
清
床
記
』
な
ど
に
見
え

る
。
そ
れ
に
立
入
る
こ
と
は
や
や
本
筋
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
省
略
す

ヱつ
。右

の
御
暦
奏
に
お
い
て
供
進
さ
れ
る
天
皇
お
よ
び
中
官
の
具
注
御
暦
は
上

・

下
三
巻
か
ら
な
り
、
六
月
以
前
が
上
巻
、
七
月
以
後
が
下
巻
で
あ

っ
た
。
ま
た

頒
暦
は

一
六
六
巻
で
あ

っ
た
（弘
仁
陰
陽
寮
式
逸
文
・延
喜
陰
陽
寮
式
寮
進
暦
範
を

こ

れ
ら
を
御
暦
の
場
合
は
黒
漆
函
に
納
れ
て
黒
漆
机
に
置
き
、
ま
た
頒
暦
は
赤
漆

韓
櫃
に
い
れ
布
綱
三
条
を
か
け
て
延
政
門
外
に
運
び
、
そ
こ
か
ら
宮
中
に
入
り

御
暦
奏
の
儀
が
執
り
行
な
わ
れ
た

（同
進
暦
条
・
造
用
度
条
）。

こ
れ
ら
御
暦
六
巻
三
組
、
頒
暦

一
六
六
巻
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
か
。
そ

の
た
め
の
用
度
と
人
功
が
延
喜
陰
陽
寮
式
造
暦
用
度
条
に
詳
細
に
わ
た
っ
て
記

さ
れ
て
い
る
。そ
の
一
々
に
つ
い
て
は
繁
雑
に
わ
た
る
た
め
省
略
す
る
と
し
響ゞ

ま
ず
料
紙
に
注
目
し
て
み
る
と
、
具
注
御
暦
二
巻
分
の
料
紙
は
四
七
張
で
、
そ

れ
に
七
曜
暦
料
二
三
張
と
破
損
料

。
関
月
料
五
〇
張
を
合
せ
、
上
紙

一
二
〇
張
　
　
ｏ

が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
頒
暦

一
六
六
巻
料
と
し
て
は
、
巻
別

一
六
　
　
‐

枚
で
合
計
二
六
五
六
張

（紙
質
に
つ
い
て
は
特
に
記
し
て
な
い
か
ら
、
並
紙
で
あ
ろ

う
）
が
計
上
さ
れ
、
閏
月
の
あ
る
年
は
巻
別
に
二
張
が
加
え
ら
れ
る
定
め
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
頒
暦

一
六
六
巻
に
つ
い
て
、
広
瀬
秀
雄
氏
は
、
具
注
御
暦
が
上

下
二
巻
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
し

「
頒
暦
を
百
六
十
六
巻
造
る

と
い
う
こ
と
は
、
八
三
組
の
こ
と
で
あ
る
ぬ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
陰
陽

寮
式
造
暦
用
度
条
に
は
、

頒
暦

一
百
一ハ
十
一ハ
巻
料
、
挫

〒

一ハ
百
五
土

ハ
張
路
翻

詰

綽
発
鞘

と
あ
り
、
ま
た
同
条
に

暦
本
三
巻
料
九
十
張
酬糀鵬嗅綻感脚解尉細服北

と
も
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
頒
暦
本
が

一
九
張

一
巻
で
完
結
し
て
い
た
よ
う

に
、
頒
暦
も
ま
た
平
年

一
六
張

・
関
年

一
八
張

一
巻
で
完
結
し
て
い
た
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
暦
と
暦
本
と
で
は
、
御
暦
の
場
合
に
は
と
も
に
四
七
張
で

同
数
で
あ
る
が
、
頒
暦
の
場
合
に
は
関
年
の
場
合
で
も
暦
本
の
方
が

一
枚
多
く

計
上
さ
れ
て
い
る
。
暦
本
に
は
頒
暦
に
は
な
い
字
句
が
若
千
加
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
御
暦
と
頒
暦
と
で
は
、
紙
質
ば
か
り
で
は
な
く
料
紙
の
数
も

倍
以
上
の
差
が
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
差
は
な
か
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
本
質
的
な
違
い
が
あ
ろ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

字
配
り
や
表
具
な
ど
に
相
当
な
ひ
ら
き
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
軸

一
つ
を
と
っ
て
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も
、
翻
軍
が
花
軸
で
あ
る
の
に
対
し
、
頒
暦
は
檜
軸
と
い
っ
た
よ
う
に
明
ら
か

で
あ
る
。

頒
暦
が
一
年
分
一
巻
で
あ
っ
た
と
な
る
と
、　
三
全
ハ巻
と
い
う
数
が
改
め
て

問
題
と
な
る
。
義
解
に
よ
れ
ば
、
配
付
の
対
象
と
な
る
内
外
諸
司
は
省
国
と
り

で
あ

っ
た
か
ら
、
ど
う
数
え
て
も
八
〇
数
巻
で
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が

ど
う
し
て
そ
の
倍
も
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
仮
に
、

『
延
喜
式
』

に
載
す

内
官
の
寮
司
以
上
を
数
え
る
と
総
計
五
三
に
達
す
る
が
、
こ
れ
に
国
以
上
の
外

官
を
加
え
て
も

一
三
〇
程
度
で
あ
り
、　
三
全
ハ
ま
で
に
は
な
お
余
裕
が
あ
る
。

し
て
み
る
と
、

『
弘
仁
式
』
の
段
階
で
、　
義
解
の
い
う
よ
う
な
所
管
の
寮
司
に

っ
い
て
は
省
別
に
写
し
て
給
付
す
る
と
い
う
頒
暦
の
あ
り
か
た
は
解
体
し
て
い

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
さ
ら
に
内
外
諸
司
以
外
に
も
配
付
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

御
暦

・
頒
暦
と
も
、
そ
の
造
暦
は
書
写
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

人
功
に
つ
い
て
延
喜
陰
陽
寮
式
造
暦
用
度
条
に
は
、

嘩

叙

崇

義

人
権

‥

蟹

な
ど
と
あ
る
。
御
暦
に
つ
い
て
は
図
書
寮
の
官
人
が
当
り
、
延
べ
五
五
日
を
要

し
、
頒
暦
の
場
合
に
は
諸
司
の
史
生
、
内
畳
、
大
舎
人
ら
三

一
人
が
動
員
さ
れ

る
と
し
て
い
る
。
頒
暦
が
持
統
朝
に
遡
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
造
暦
も
当

然
そ
の
頃
か
ら
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
藤
原
官
跡
か
ら
暦
作
に
関
す
る

木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
文
面
は
、

。
恐

々
受
賜
申
大
夫
前
筆

・
暦
作

一
日
二
赤
万
呂
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
／
Ｑ
）
溢

ｏ‘

と
あ
り
、
筆
の
請
求
に
関
す
る
文
書
と
さ
れ
て
い
碗
。）
『
廷
喜
式
』

で
は
紙

・

筆

・
墨
等
の
請
求
は
中
務
省
図
書
寮
に
出
す
定
め
で
あ
っ
た
か
ら
（陰
陽
寮
式
造

麿
用
度
条
）、
こ
の
文
書
の
宛
先
も
図
書
寮
の
可
能
性
が
大
き
い
。
な
お
、
文
中

「
暦
作

一
日
二
」
の
二
は
筆
数
と
も
暦
数
と
も
思
え
ず
、
甚
だ
難
解
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
書
写
に
必
要
な
人
員
は
造
暦
用
度
条
に
定
め
る
人
員
だ
け
で
は
済

ま
な
か
っ
た
よ
う
で
、
延
喜
式
部
式
上
、
写
暦
手
条
に
は
、

九
陰
陽
寮
写
レ暦
書
手
者
、
簡
コ取
諸
司
史
生
一充
、
其
頒
二諸
国
一暦
者
、
省

令
三朝
集
雑
掌
写
フ之
、

と
あ
り
、
諸
国
へ
の
頒
暦
は
諸
国
か
ら
上
京
し
て
く
る
朝
集
雑
掌
に
書
写
さ
せ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
朝
集
雑
掌
に
つ
い
て
は
、
天
平
九
年
の

「駿
河
国

正
税
帳
」
に
、

去
年
朝
集
雑
掌
丈
部
大
嶋
半
布
臣
広
麻
呂

当
年
朝
集
雑
掌
半
布
臣
嶋
守
盾
原
君
足
磯

（
４７
）

な
ど
と
見
え
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
国
府
の
下
級
官
人
で
、
駿
河
国
府
の
所
在

地
で
あ
る
安
倍
郡
や
、
近
郡
の
鷹
原
郡
に
本
居
を
有
す
る
地
方
有
力
氏
族
の
一

員
で
、
同
じ
く
国
府
下
級
官
人
で
あ
る
郡
散
事
と
出
身
階
層
を
等
し
く
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
続
．
し
た
が
つ
て
ま
た
ヽ
彼
ら
は
時
に
は
郡
家
の
主
政

や
主
帳
に
も
な
り
終
た
で
あ
ろ
う
識
字
階
級
で
、
上
京
時
に
頒
暦
の
書
写
を
命

ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
府
に
お
い
て
は
、
国
府
か
ら
郡
司
に
給
付
す



る
暦
の
書
写
に
も
当
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

朝
集
雑
掌
に
よ
る
頒
暦
の
書
写
と
い
う
こ
と
が
何
時
頃
ま
で
遡
り
う
る
こ
と

か
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
府
に
給
付
さ
れ
た
頒
暦
を
い
わ
ば
暦
本
と

し
て
国
内
の
郡
司
向
け
の
暦
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
頒
暦
の
開

始
と
同
時
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
際
国
府
で
朝
集
雑
掌

・
郡
散
事

ク
ラ
ス
の
国
府
下
級
官
人
が
書
写
に
参
加
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
城
山
遺
跡
出
上
の
具
注
暦
木
簡
は
、
太
政
官
か
ら

遠
江
国
府
に
給
付
さ
れ
た
頒
暦
を
暦
本
に
そ
れ
を
抄
出
す
る
形
で
書
写
し
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
朝
集
雛
掌
、
郡
散
事
等
の
国

府
下
級
官
人
の
書
写
に
な
る
も
の
と
す
る
推
定
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
の
も
の
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

四
　
具
注
暦
木
簡

の
意
義
―
―

む
す
び

に
か
え

て

以
上
、
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
、
ま
ず
木
簡
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
検
討
し
、

つ
い
で
具
注
暦
の
歴
史
と
制
度
的
側
面
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
最
後

に
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
か
ま
え
、
具
注
暦
木
筒
の
意
義
に
つ
い
て
、
二
、
三
の

私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
具
注
暦
木
簡
の
も
つ
木
簡
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

ま
ず
第

一
に
、
本
木
筒
の
出
現
に
よ
っ
て
、　
一
文
書
が
規
格
性
を
も
つ
複
数
の

木
衛
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
た
ま
で
わ
が
日
の
出
土
例
で
は
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
事
例
が
初
め
て
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ

れ
ま
で
も
、
何
枚
か
の
木
衛
が
連
結
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
成
選
短
冊
に
類
す
る
式

部
省
考
課

。
選
叙
関
係
木
簡
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
上
端
近
く
の
側
面

に
穴
が
貫
通
し
て
お
り
、
同
種
の
も
の
を
紐
を
通
し
て
編
綴

Ｇ
延
喜
式
』
で
は

「綴
貫
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
）
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。　
し
か
し
、

こ
の
場
合
、
個
々
の
木
簡
は
内
容
的
に
独
立
し
て
お
り
、
狩
野
久
氏
が
言
う
よ

う
に
い
わ
ゆ
る
整
理
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
首
尾
完
結
し
た

一
文

書
を
構
成
す
る
い
わ
ゆ
る
冊
書
で
は
な
い
。
ま
た
同

一
内
容
の
木
筒
を

一
措
す

る
た
め
に
、
木
簡
の
上
方
や
下
方
、
あ
る
い
は
中
央
部
な
ど
に
小
穴
を
あ
け
た

も
の
も
あ
る
。
な
か
で
も
下
方
に
小
穴
を
あ
け
た
も
の
の
多
い
の
は

「檜
一扇
形

に
綴

っ
て
、
検
索
に
便
利
な
ら
し
め
る
た
め
の
処
置
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
例
は
地
方
出
上
の
木
筒
に
も
見
ら
れ
、
静
岡
県
二
之
宮
遺
跡
出
土

の

「大
郷
　
小
長
谷
部
官
□
」
（〇
一
一
形
式
）
と
記
さ
れ
た
木
筒

は
、
上
部
が

や
や
広
く
下
方
に
す
ば
ま
っ
た
形
を
し
て
お
り
、
檜
扇
形
に
東
ね
る
の
に
好
都

合
な
形
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
や
は
り
整
理
カ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ

た
と
思
わ
れ
る
事
例
で
、　
一
文
書
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
具
注
暦
木
衛
は
、
個
々
の
独
立
的
な
内
容
か
ら
な
る
木
簡
の

不
特
定
多
数
が
集
合
し
た
も
の
で
は
な
く
、
首
尾

一
貫
し
た

一
文
書
が
少
な
く

と
も
六
二
枚
の
木
衡
の
表
裏
を
使
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
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あ
る
か
ら
、
従
来
わ
が
国
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
例
に
属
す
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
本
木
筒
の
発
見
は
木
簡
学
上
特
筆
す
べ

き
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
は
、
こ
れ
ら
少
な
く
と
も
六
二
枚
の
木
簡
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
結
合

さ
れ
て
い
た
か
、
い
わ
ゆ
る
中
国
の
漢
簡
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
編
綴
さ

れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
私
見

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
六
二
枚
の
木
衝
は
、
白
木
の
簡

一
枚
を
加
え
る
こ
と
に
よ

り
、
七
枚
を

一
段
と
し
て
九
段
重
ね
で
き
っ
ち
り
と
、
縦
二
尺
、
横

一
・
四

尺
、
厚

一
・
八
寸
の
長
方
形
に
収
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
編
綴
さ

れ
て
い
た
と
仮
定
し
て
も
、
七
枚
が
単
位
で
表
裏
と
続
い
て
い
る
か
ら
、
六
二

枚
が

一
つ
に
連
結
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
り
う
る
と
し
て

も
七
枚
ず
つ
の
編
綴
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
編
綴
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
積
極
的
根
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
編
綴
問
題
に
つ
い

て
い
え
ば
、
そ
の
可
能
性
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
そ
の
可
能
性
は
稀
薄
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
こ
れ
ら
の

木
簡
は
ど
の
よ
多
に
使
わ
れ
て
い
た
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
憶
測
の
域

を
出
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
面

（又
は
匡
）
に
収
め
ら
れ
て
、　
七
枚

ず
つ
を
順
次
裏
返
し
た
り
、
積
み
換
え
た
り
し
て
使
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
考
え
て
み
た
。　
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
、
識
者
の
御
批
判
を
得
た

い
。第

三
に
、
臭
注
暦
木
簡
を
右
の
よ
う
に
復
元
し
た
場
合
、
木
簡
様
式
論
上
こ

れ
を
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
木
簡
様
式
論
が
今
日
到

達
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
簡
は
、
木
紙
併
用
期
の
木
簡
と
し
て
、
中
国

の
楼
蘭

。
ニ
ヤ
出
上
の
魏
晋
簡
に
類
似
し
、
形
が

一
定
せ
ず
、
表
裏
両
面
に
文

字
が
書
か
れ
、　
一
簡
独
立
的
で
編
綴
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
書
か

れ
る
内
容
に
応
じ
て
簡
の
大
き
さ
が
変
化
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と

さ
れ
、
内
容
的
に
は
、
Ｉ
文
書
様
木
筒
、
Ⅱ
付
札
、
Ⅲ
習
字

・
落
書
、
Ⅳ
そ
の

他
の
四
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

具
注
暦
木
筒
の
出
現
が

〃日
本
筒
に
編
綴
な
し
〃
と
い
う
大
原
則
を
決
定
的

に
覆
す
に
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
右
の
分
類
に
つ
い
て
も
同
様

に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
筒
の
出
現
に
よ
っ
て
四
分
類
に
大
き
な
変

更
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
具
注
暦
木
簡
は
右
の
四
分
類

の
ど
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
か
。
ま
ず
、
Ⅱ
、
Ⅲ
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
除
外
す
る
と
、
最
初
に
文
書
様
木
筒
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
様
式
は

「書
式
上
何
ら
か
の
形
で
授
受
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
も
の
」
と
い
う
規
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
具
注
暦
木
簡
の
場
合
は
あ
て
は

ま
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
結
局
、
伊
場
遺
跡
出
上
の
百
怪
呪
符
木
簡
や
、
平

城
京
東
三
坊
大
路
側
蒔
出
土
の
告
知
札
な
ど
と
同
様
に
、
特
殊
例
と
し
て
、
Ⅳ

そ
の
他
に
分
類
す
る
他
は
な
い
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
、
六
二
枚
の
木
衛
を

必
要
と
す
る
と
い
う
本
木
簡
の
特
殊
性
は
、
具
注
暦
と
い
う
長
文
の
文
書
を
木

筒
に
写
す

（或
い
は
木
簡
に
善
く
）
と
い
う
場
合
に
生
ず
る
例
外
的
な
事
例
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
具
注
暦
以
外
に
も
、
例
え
ば
写
経
、
写



本
な
ど
の
典
籍
、
あ
る
い
は
戸
籍
の
前
身
と
し
て
の
名
籍
、
年
籍
な
ど
に
も
考

え
ら
れ
る
が
、
現
在
ま
で
そ
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
こ
う
し

た
事
例
が
出
現
す
れ
ば
、　
一
つ
の
分
類
項
目
を
立
て
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る

が
、
現
状
で
は
特
殊
例
と
し
て
そ
の
他
に
合
め
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
具
注
暦
木
筒
の
出
現
が
意
味
す
る
、
暦
の
歴
史
上
、
制
度
上
の
意
義

に
つ
い
て
要
約
し
よ
う
。
ま
ず
第

一
に
注
目
す
べ
き
は
、
当
然

の
こ
と
な
が

ら
、
神
亀
六
年

（±

一九
）
と
い
う
年
に
、
地
方
の
郡
家
と
推
定
さ
れ
る
官
衛

遺
跡
に
お
い
て
木
簡
に
書
か
れ
た
具
注
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の

も
つ
重
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
多
面
的
な
意
義
を
有
し
、　
三
一一口
で
尽
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
私
が
関
心
を
引
か
れ
た
こ
と
の
一
、
二
を
記
せ
ば
、　
一
つ
に

は
木
紙
併
用
と
い
う
こ
と
が
、
地
方
で
は
意
外
と
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
う

印
象
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
私
の
復
元
に
大
遇
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
計
算
さ
れ

た
構
成
の
美
事
さ
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
紙
の
貴
重
度
に
つ
い
て
再
考
せ

ね
ば
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
そ
の
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
時
代
を
遡
れ
ば
木

簡
が
書
写
手
段
と
し
て
予
想
以
上
に
広
汎
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
問
題
に
連
な
る
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
計
算

さ
れ
た
構
成
は

一
朝

一
夕
に
出
来
上
る
も
の
と
は
思
え
ず
、
暦
に
木
簡
が
使
用

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
長
い
伝
統
を
有
す
る
事
柄
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
さ

せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
至
れ
ば
、
自
ら
前
者
の
問
題
に
も
関
連
し
て
ぐ
る

の
で
あ
る
。

第
二
は
、
こ
の
具
注
暦
木
筒
が
何
処
で
書
写
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
歳
首
部
に
み
ら
れ
た
省
略
を
ど
多
見
る
か
と
い
う
こ
と

と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
平
勝
宝
八
歳

具
注
暦
断
簡
が
諸
司
に
配
付
さ
れ
た
頒
暦
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遠
江
国
府
に
給

付
さ
れ
た
頒
暦
も
、
基
本
的
に
は
そ
れ
と
同

一
の
形
式
の
も
の
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
国
府
は
こ
れ
を
も
と
に
、
複
本
を
作
り
、
国
内
の
郡
司
に

配
付
す
る
責
務
を
負

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
省
略
な
し
の
も

の
を
作
成
し
て
配
付
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
具
注
暦
木
簡
に
見
る
よ
う
な
抄
出

本
で
あ

っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
現
状
で
は
決
め
手
を

欠
き
、
見
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
解
し
う
る
。
計
算
さ
れ
た
構
成
に

着
目
す
れ
ば
、　
一
郡
衡
の
創
意
と
は
見
倣
し
が
た
い
し
、
ま
た
頒
暦
の
性
格
か

ら
す
れ
ば
、
原
則
的
に
抄
出
本
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
も
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

最
後
に
、
具
注
暦
木
簡
が
、
城
山

・
伊
場
両
遺
跡
の
性
格
の
解
明
に
と
っ
て

有
す
る
意
義
に
つ
い
て
二
、
三
付
言
し
て
お
き
た
い
。
城
山
遺
跡
の
性
格
に
つ

い
て
は
、
す
で
に

一
九
四
九
年
の
国
学
院
大
学
伊
場
遺
跡
調
査
隊
の
発
掘
調
査

に
お
い
て
、
墨
書
土
器
、
緑
釉
陶
器
、
宝
相
華
文
を
描
い
た
須
恵
器
片
、
富
寿
神

宝
等
が
出
上
し
た
こ
と
か
ら
、
敷
智
郡
衝
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
隣
接
す
る
伊
場
遺
跡
が
脚
光
を
浴
び
た
の
と
対
照
的
に
、

久
し
く
放
置
さ
れ
て
き
た
が
、　
一
九
七
七
年
以
来
、
埋
立
工
事
に
伴
う
事
前
調

査
が
着
手
さ
れ
、
現
在
ま
で
三
回
に
わ
た
る
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
追
構
と
し
て
は
、
整
地
層
、
抗
列
、
掘
立
柱
建
物
、
井
戸
、
小
濤
等
が
、
ま



静岡県城山遺跡出上の具注暦木簡について

た
遺
物
と
し
て
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
多
量
の
須
恵
器
、
土

師
器
の
他
、
灰
釉
陶
器
、
唐
三
彩
陶
枕
を
含
む
彩
釉
陶
器
、
木
簡
、
墨
書
土

器
、
円
面
硯
、
平
瓦
、
釦
製
壷
鐙
、
斎
串

。
人
形

。
馬
形

・
山
物
等
の
木
製
品

が
出
上
し
、
中
心
的
建
物
の
検
出
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
遺
物
に
お
い
て

注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
郡
家
址
と
し
て
の
性
格
は

一
層
顕
著
に
な
っ
た
。

な
か
で
も
、
「
郡
」
、
「
厨
」
と
墨
書
し
た
土
器
の
出
土
は
有
力
な
証
拠
と
な
る

も
の
で
あ
る
が
、
特
に
具
注
暦
木
簡
の
出
土
は
、
他
の
木
簡
と
あ
い
ま
っ
て
郡

家
と
し
て
の
性
格
を
決
定
づ
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
具
注
暦
は
国
府
か
ら
郡
司
に
給
付
さ
る
べ
く
義
務

付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
機
構
の
末
端
と
し
て
の
郡
家
を
象
徴
す

る
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
今
回
出
上
の
具
注
暦
木
簡
が
国
府
か
ら
給

付
さ
れ
た
頒
暦
そ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
は
な
お
問
題
は
残
る
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
頒
暦
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、
本
木
簡
の
存
在
も
理
解
で
き
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

城
山
遺
跡
出
上
の
墨
書
土
器
の
中
に

「少
毅
殿
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ

り
、
伊
場
遺
跡
出
上
の

「竹
田
三
百
長
」
の
墨
書
と
合
せ
、
城
山
遺
跡
が
軍
団

に
か
か
わ
る
遺
跡
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
少
毅
に

せ
よ
二
百
長
に
せ
よ
、
軍
国
に
か
か
わ
る
名
辞
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
名
辞

を
記
し
た
土
器
の
出
上
が
直
ち
に
軍
団
の
遺
構
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

「
少
毅
殿
」

と
い
う
敬
称
づ
き
の
名
辞
は
、　
む
し
ろ
少
毅
が
賓
客
的
立
場
に
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
軍
国
の
少
毅
が
客
と
し
て
迎
え
ら
れ
る

場
こ
そ
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
と
は
何

ょ
り
も
ま
ず
郡
家
を
措
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
郡
家
と
す
る
に
は

一
見
矛
盾
す
る
か
に
思
え
る
墨
書
土
器
の
存
在
も
、

逆
に
郡
家
説
を
補
強
す
る
も
の
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
少
し
た
問
題
は
伊
場
遺
跡
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
伊
場
遺
跡
の
性
格

を
め
ぐ
っ
て
は
、
敷
智
郡
家
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
栗
原
駅
家
説
、
国
又
は
郡

の
津
説
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
複
合
説
な
ど
、
百
家
争
鳴
の
観
を
塁
し
て
い
る

（５７
）
が
、
こ
れ
ら
の
滉
乱
と
も
見
え
る
諸
説
の
錯
綜
は
、
遺
跡
の
本
質
と
属
性
と
を

論
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
混
同
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
原
因

が
あ
る
。
こ
こ
は
こ
の
問
題
を
詳
論
す
る
場
で
は
な
い
の
で
要
点
の
み
記
し
て

お
く
と
、
元
来
、
城
山

。
伊
場
両
遺
跡
は

一
体
の
も
の
で
、
律
令
国
家
成
立
期

の
評
か
ら
郡
に
至
る
地
方
行
政
組
織
の
推
移
を
体
現
し
て
い
る
遺
跡
で
あ
り
、

ま
た
少
な
く
と
も
令
制
下
に
お
い
て
は
城
山
地
区
に
郡
家
の
中
心
が
あ
り
、
伊

場
地
区
は

「下
厨
南
」
の
墨
書
が
意
味
す
る
よ
う
に
、
郡
家
を
構
成
す
る

一
部

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
両
遺
跡
の
関
係
は
、
あ
た
か
も
駿
河
国
志
太
郡
家
址
、
御

子
ケ
谷
遺
跡
と
秋
合
遺
跡
の
関
係
に
類
似
し
て
い
益
。）
し
た
が

つ
て
両
遺
跡
の

本
質
は
郡
家
た
る
点
に
あ
り
、
そ
う
し
た
郡
家
が
、
そ
れ
の
有
す
る
政
治
的
、

経
済
的
、
文
化
的
諸
機
能
の
多
面
性
に
お
い
て
、
軍
団
や
駅
家
や
郷
里
、
あ
る

い
は
国
府
や
中
央
政
府
な
ど
と
い
か
な
る
関
係
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
の
関
係
が

出
土
遺
物
の
中
に
ど
の
よ
う
に
具
現
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
遺
物
の
も
つ
意
義
と
郡
家
機
能
の
多
面
性
と
が
矛
盾
な



ぐ
統

一
的
に
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
栗
原
駅
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え

ば
、
隣
接
す
る
駅
家
の
長
と
し
て
の
駅
長
は
常
時
郡
家
に
出
入
し
、
郡
家
で
の

給
食
や
饗
宴
に
し
ば
し
ば
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
伝

馬
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
や
水
運
の
機
能
も
郡
家
の
本
質
的
属
性
の
一
つ
と
し

て
多
面
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
続
．

従
来
や
や
も
す
れ
ば
、
郡
家
は
政
治
的
機
能
の
み

一
面
的
に
強
調
さ
れ
る
傾

向
が
あ
り
、
そ
れ
の
も
つ
交
通
や
文
化
な
ど
に
果
し
た
多
面
的
機
能
が
看
過
さ

れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
城
山

。
伊
場
両
遺
跡
を
は
じ
め
と
し
て
、
静
岡
県

御
子
ケ
谷
遺
跡
や
坂
尻
遺
跡
、
あ
る
い
は
岡
山
県
百
岡
川

。
当
麻
遺
跡
な
ど
、

近
時
各
地
で
調
査
さ
れ
つ
つ
あ
る
注
目
す
べ
き
地
方
官
衛
遺
跡
の
提
供
す
る
豊

か
な
資
料
を
総
合
し
、
生
々
と
し
た
歴
史
認
識
に
ま
で
高
め
て
ゆ
く
仕
事
が
い

ま
古
代
史
研
究
者
に
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
に
応
え
て
ゆ
く
た
め
に
も
、

叙
上
の
諸
点
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
方
法
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
反
省
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

（１
）

『浜
名
郡
可
美
村
城
山
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
概
報
』
（可
美
村
荻
育
委
員
会
、　
一

九
七
八
年
）。
■

九
七
八
年
出
上
の
木
簡
―
―
静
岡
・
城
山
遺
跡
」
Ｇ
木
簡
研
究
』

創
刊
号
、　
一
九
七
九
年
Ｘ

「
一
九
七
九
年
出
上
の
木
簡
―
―
静
岡
・
城
山
遺
跡
」

Ｇ
木
簡
研
究
』
第
二
号
、　
一
九
八
〇
年
）。
辰
巳
均

「城
山
遺
跡
と
唐
三
彩
」
３
月

刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
六
号
、　
一
九
八
一
年
）。

（２
）

広
頼
秀
雄

「城
山
遺
跡
出
土
木
簡
具
注
暦
の
年
代
」
（
一
九
八
〇
年
五
月
二
一

日
付
、
静
岡
県
可
美
村
教
育
委
員
会
宛
提
出
）、　
岡
田
芳
朗

「木
簡
具
注
暦
年
代
調

査
報
告
書
」
盆

九
八
〇
年
六
月
二
日
付
、
静
岡
県
可
美
村
教
育
委
員
会
宛
提
出
）。

（３
）

天
平
十
八
年
具
と
暦

〔正
集
八
手
続
修
十
四
〕
Ｇ
夫
日
本
古
文
書
』

一
ノ
五
ｔ

Ｏ
ｔ
五
七
四
頁
）
。

天
平
二
十

一
年
具
注
暦

〔正
集
八
〕
３
大
日
本
古
文
書
』
ニ
ノ
三
四
七
を
三
五
三

頁
）。天
平
勝
宝
八
歳
具
注
暦

〔続
修
十
四
〕
ら
大
日
本
古
文
書
』
四
ノ
ニ
〇
九
１
二
一

七
頁
）。

（４
）

具
注
暦
出
土
遺
跡
と
し
て
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
岩
手
県
伊
沢

城
跡

（漆
紙
）、
宮
城
県
多
賀
城
跡

（漆
紙
）、
茨
城
県
鹿
ノ
子
遺
跡

（漆
紙
）
な
ど

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
東
日
本
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
。

（５
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
調
査
室
調
書
、
木
簡
番
号
二
〇
。

（６
）

「
一
九
七
九
年
出
上
の
木
簡
―
―
静
岡

・
城
山
遺
跡
」
前
掲
三
二
頁
。

（７
）

岡
田
芳
朗

「奈
良
時
代
の
頒
暦
に
つ
い
て
」
Ｇ
日
本
史
孜
究
』
文
献
出
版
、　
一

九
八
一
年
）
二
九
頁
。

（８
）

岡
田
芳
朗

「
天
平
勝
宝
八
歳

。
九
歳
の
暦
日
に
つ
い
て
」
Ｇ
女
子
美
術
大
学
紀

要
』
第
三
号
、　
一
九
七

一
年
）。
大
谷
光
男

「
正
倉
院
所
蔵
の
具
注
暦
」
（同

『古
代

の
暦
日
』
雄
山
閣
、　
一
九
七
六
年
、
所
収
）。

（９
）

月
の
大
小
は
、
内
田
正
男

『
日
本
麿
日
原
典
』
（雄
山
閣
、　
一
九
七
八
年
）
に

よ
っ
た
。

（
１０
）

岡
田
芳
朗

「奈
良
時
代
の
頒
暦
に
つ
い
て
」
（前
掲
）
所
収
の
八
将
神
方
位
表

（
二
五
頁
）、
歳
徳
方
位
表

（
二
六
頁
）
を
参
照
し
、
ま
た
岡
田
氏
よ
り
直
接
示
教
を

受
け
た
。

（■
）

岡
田
芳
朗

「木
簡
具
注
暦
年
代
調
査
報
告
書
」
（前
掲
）
。

（・２
）

岡
田
芳
朗

「奈
良
時
代
の
頒
暦
に
つ
い
て
」
（前
掲
）
三
二
頁
。

（・３
）

『古
事
類
苑
』
方
技
部
六
、
暦
道
下
、
三
七
七
１
三
七
八
頁
。　
な
お
、　
岡
田
芳

朗

『
日
本
の
暦
』
（木
耳
社
、　
一
九
七
二
年
）
口
絵
二
頁
に
歳
首
部
の
写
真
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（・４
）

『本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻

∩
列
摩
書
房
、　
一
九
七
二
年
）
所
収
。
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（‐５
）

荒
木
俊
馬

『
日
本
暦
学
史
概
説
』
（恒
星
社
、　
一
九
六
〇
年
）
五
六
ｉ
五
七
頁
。

（‐６
）

同
右
、
六

一
頁
。

（・７
）

広
瀬
秀
雄

『暦
』
（近
藤
出
版
社
、　
一
九
七
九
年
）
七
〇
頁
。
日
本
学
士
院
編

『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
第
三
編

「暦
法
及
び
時
法
」
（日
本
学
術
振
興
会
、　
一
九

六
〇
年
）
二
四
二
１
二
四
三
頁
。

（・８
）

正
月
戊
申
朔
は
、
『新
訂
増
補
　
目
史
大
系
』
本
頭
注
に
、
「当
拠
書
紀
作
戊

戊
」

と
あ
り
、　
ま
た

『
日
本
麿
日
原
典
』
（前
掲
）
も
朔
日
の
干
支
は
戊
戊
と
し
て

い
る
。
或
い
は
誤
記
か
。

（・９
）

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
第
六
巻

（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
四
年
）

一
七
六
二

頁
。

（２０
）

『
飛
鳥

・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
　
銘
文
篇
』
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九

七
七
年
）

一
〇
三
頁
。

（２‐
）

岡
田
芳
朗

「
歴
史
考
古
学
と
紀
年
法
」
３
古
代
』
六
九

・
七
〇
合
併
号
、　
一
九

八

一
年
）
六
〇
頁
。

（２２
）

同
右
、
五
九
頁
。

（２３
）

『古
京
遺
文
』
（日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、　
一
九
二
八
年
）
二
〇
頁
、
お
よ
び
山

田
孝
雄

「妙
心
寺
鐘
銘
考
」
（同
書
所
収
）
な
照
。

（２４
）

『比
古
婆
衣
』
巻
之

一
（『伴
信
友
全
集
』
第
四
、
国
書
刊
行
会
、　
一
九
〇
七

年
）

一
八
頁
。

（２５
）

『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
（前
掲
）
六
〇
頁
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本

『
日
本

書
紀
』
下

（岩
波
書
店
、　
一
九
六
五
年
）
五
〇
六
頁
頭
注
。

（２６
）

日
本
古
典
文
学
大
系
本

『
日
本
書
紀
』
下

（前
掲
）
五
〇
六
１
五
〇
七
頁
頭

注
。

（２７
）

『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
（前
掲
）
二
四
三
ｉ
二
四
五
頁
。

（２８
）

岡
田
芳
朗

「古
代
暦
日
の
諸
問
題
　
第
二
編
』
Ｇ
聖
徳
太
子
研
究
』
第
十
四

号
、　
一
九
八
〇
年
）
八
〇
頁
。

ハ２９
）

同
右
、
八
二
頁
。

（３０
）

同
右
、
八
二
貢
。

（３．
）

拙
著

『
日
本
古
代
国
家
史
研
究
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
〇
年
）
第
二

編
二
。

（３２
）

内
田
正
男

『
日
本
暦
日
原
典
』
（前
掲
）

一
二
〇
、
五
三
〇
頁
。

（３３
）

『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
（前
掲
）
二
四
七
頁
。

（３４
）

『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
四
月
幸
亥
条
。

（３５
）

同
右
天
平
宝
字
元
年
十

一
月
癸
未
条
。

（３６
）

『
明
治
前
日
本
天
文
学
史
』
（前
掲
）
第
三
編
、
第
二
章

「中
古

の
暦
法
」
参

照
。

（３７
）

『令
義
解
』
職
員
令
陰
陽
寮
条
。

（３８
）

な
お
、
暦
博
土
、
暦
生
等
の
待
遇
に
つ
い
て
は
、
岡
田
芳
朗

「奈
良
時
代
の
頒

暦
に
つ
い
て
」
（前
掲
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

（三
頁
）。

（３９
）

広
瀬
秀
雄

『暦
』
（前
掲
）
六
二
頁
。

（４０
）

延
喜
陰
陽
寮
式
中
星
暦
条
に

「
凡
中
星
暦
者
、
八
十
二
年

一
度
造
進
、
其
用
途

者
、
博
士
臨
ン事
勘
録
進
ン寮
、
寮
即
申
ン省
請
充
、」
と
あ
る
。
な
お
、
広
瀬
秀
雄

『暦
』
（前
掲
）
六
三
頁
参
照
。

（４．
）

日
本
思
想
大
系
本

『律
令
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
七
六
年
）
六
九
六
頁
。

（４２
）

す
で
に
弘
仁
陰
陽
寮
式
に
は
具
注
御
暦
二
巻
、
七
曜
暦

一
巻
、
頒
暦

一
六
六
巻

と
見
え
る

（同
逸
文
、
日
本
思
想
大
系
本

『律
令
』
四
七
六
頁
頭
注
）
。

（４３
）

岡
田
芳
朗

『
日
本
の
暦
』
（前
掲
）
に
、
造
暦
の
用
度
＝
材
料
に
つ
い
て
整
理

が
さ
れ
て
い
る

（六
八
―
七

一
頁
）
。

（４４
）

広
瀬
秀
雄

『
暦
』
（前
掲
）
六
二
頁
。

（４５
）

岡
田
芳
朗
氏
は

「
『御
暦
』

は

『
頒
暦
』

一
部
の
約
三
倍
の
頴
数
を
用
い
、　
一

年
を
二
巻
に
分
け
た
の
は
、　
一
日
ご
と
に
ニ
ー
三
行
の
余
白
を
備
え
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
お
り
、
平
安
時
代
以
後
の
公
卿
の
用
い
た
具
注
暦
の
起
源
と
な
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
」
（同

『
日
本
の
暦
』
七

一
頁
）
と
い
っ
て
い
る
。

（４６
）
『藤
原
官
末
簡
」
一
（解
税
）
（奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九
七
八
年
）
五



○
頁
。

（４７
）

『大
日
本
古
文
書
』
ニ
ノ
六
七
頁
。

（４８
）

拙
稿

「静
岡
の
古
代
氏
族
」
Ｇ
静
岡
市
史
』
第

一
巻
第
二
編
第

一
章
第
二
節
、

静
岡
市
役
所
、
近
刊
）
六
〇
〇
、
六
〇
三
々
六
〇
四
頁
。

（４９
）

狩
野
久

『木
簡
』
（至
文
堂
、　
一
九
七
九
年
）
二
六
頁
。　
な
お
、
滝
川
政
次
郎

「短
冊
考
―
―
払
田
柵
址
出
上
の
木
札
に
つ
い
て
―
―
」
（同

『法
制
史
論
叢
』
第
四

冊
、
角
川
書
店
、　
一
九
六
七
年
）
参
照
。

（５０
）

狩
野
久

『木
簡
』
（前
掲
）
二
七
頁
。

（飩
）

『御
殿
二
一之
宮
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ｉ

（静
岡
県
磐
田
市
教
育
委
員
会
、
一

九
八
一
年
）
七

一
を
七
三
頁
。

（５２
）

狩
野
久

『木
簡
』
（前
掲
）
「木
簡
の
内
容
」
頂
。
な
お
、
岸
俊
男

「
木
簡
」

Ｓ
新
版
考
古
学
講
座
』
７
、
雄
山
閣
、　
一
九
七
〇
年
）
は
、
木
簡
の
種
類
を
ω
文
書

記
録
類
、
０
付
け
札
類
、
③
そ
の
他
の
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。

（５３
）

狩
野
久

『木
簡
』
（前
掲
）
二
八
頁
。

（５４
）

同
右
、
六
二
頁
。

（５５
）

国
学
院
大
学
伊
場
遺
跡
調
査
隊
編

『伊
場
遺
跡
』
（浜
松
市
役
所
、　
一
九
五
三

年
）

一
〇
七
―

一
〇
八
頁
。

（５６
）

「
一
九
七
九
年
出
上
の
木
簡
―
―
静
岡
・
城
山
遺
跡
」
（前
掲
）
、
辰
巳
均

「城
山

遺
跡
と
唐
三
彩
」
（前
掲
）
。

（５７
）

例
え
ば

『伊
場
遺
跡
遺
物
編
』
２

（浜
松
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
八
〇
年
）
五

二
ｉ
五
四
頁
、
お
よ
び
竹
内
理
三
編

『伊
場
木
簡
の
研
究
』
（東
京
堂
出
版
、　
一
九

八

一
年
）
の
諸
論
文
等
か
照
。

（５８
）

『
日
本
住
宅
公
団
藤
枝
地
区
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
Ⅲ
　
志
太
郡
家
跡
』
（藤

枝
市
土
地
開
発
公
社

・
藤
枝
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
八

一
年
）
。

（５９
）

拙
稿

「古
代
駿
河
遠
江
両
国
の
東
海
道
」
Ｇ
静
岡
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書

―
―
東
海
道
―
―
』
総
説
Ｉ
、
静
岡
県
毅
育
委
員
会
、　
一
九
八
〇
年
）
は
、
こ
う
し

た
観
点
か
ら
郡
家
と
交
通
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
考
察
を
加
え
た
。

付
記
　
鉛
本
稿
は
、　
一
九
八
〇
年
十
二
月
七
日
に
行
な
わ
れ
た
木
簡
学
会
第

二
回
大
会
で
の
報
告
を
基
礎
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
大
会
の
席
上
、
加
藤
優
氏
に
よ
り
、
慶
雲
元
年

（七
〇
四
）
の
も
の
と
推
定

さ
れ
る
暦
日
記
事
を
記
し
た
次
の
よ
う
な
木
筒
が
藤
原
官
跡
東
面
大
垣
地
区
か

ら
出
土
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

五
月
大

一
日
乙
酉
水
平
　
　
七
月
大

一
日
甲
申

（〇
八
一
型
式
・
『藤
原
宮
木
簡
』
⑭
）

本
木
筒
に
つ
い
て
、
岡
田
芳
朗
氏
は

「各
月
の
大
小
、
朔
千
支
、
五
行
、
十

二
直
を
具
注
暦
か
ら
書
抜
い
た

一
種
の
略
暦
」
と
性
格
づ
け
た

（「歴
史
考
古
学

と
紀
年
法
」
〈
前
掲
〉
一全
一貢
）。
岡
田
氏
は
、
ま
た

「
大
の
月
と
小
の
月
と
に
分

け
て
記
さ
れ
て
い
た

一
種
の

『
月
頭
暦
ヒ

（同
一Ｕ

と
も
言

っ
て
い
る
が
、
私

見
で
は

「
紅
甲
一
北
暫
正

と
い
う
よ
う
に
並
列
で
書
か
れ
て
い
た
も
の
の
一
部

と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
類
似
の
暦
衛
と
し
て
、
中
国
敦
埋
出
上
の
永
光
五
年

全
二

八
）
の
漢
筒
が
あ
る
（森
鹿
三

「敦
鰹
・
居
延
出
上
の
漢
簡
に
つ
い
て
」
〈
同

『東
洋
学

研
究
』
漢
簡
篇
、
同
朋
社
、
一
九
七
五
年
ｙ
。
森
氏
が

「
漢
筒
の
Ａ
型
式
」
と
名
付

け
た
こ
の
種
の
略
暦
は

一
枚
の
簡
に
書
か
れ
て
お
り
、
別
に
六
十
干
支
の
表
を

手
許
に
お
い
て
使
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る

（同
書
一
五
二
頁
）。

こ
の
結
果
、
木
筒
暦
と
し
て
は
藤
原
宮
出
上
の
も
の
が
わ
が
国
最
古
で
あ
る

が
、
略
暦
と
推
定
さ
れ
る
た
め
、
各
月
の
朔
日
か
ら
晦
日
ま
で
の
暦
注
を
記
し

た
具
注
暦
と
し
て
は
、
や
は
り
城
山
遺
跡
出
上
の
も
の
が
わ
が
国
最
古
の
例
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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②
脱
稿
直
前
ゝ
狩
野
久
氏
よ
り
、
具
注
暦
木
筒
の
類
品
か
と
目
さ
れ
る
重
要

資
料
を
迂
闊
に
も
見
落
し
て
い
た
こ
と
を
示
教
さ
れ
た
。
問
題
の
資
料
は
、
松

原
順
正
編

『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
釜
口川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
の
楽
器

・

楽
呉
の
項
に
収
め
ら
れ
て
い
る
伎
楽
面

「
（２９
）
第
十
五
号

（酔
胡
王
と

の

「
頭
内
部
埋
木
」
に
書
か
れ
て
い
る
具
注
暦
断
筒
と
お
ば
し
き
も
の
で
あ
る
。

次
に
関
係
部
分
を
示
そ
う
。

（２９
）
第
十
五
号

（酔
胡
王
）

（右囀
壻
　
　
　
　
「
相
模
国
」

（頭
内
部
埋
木
）
「
日
□
赫
町
君
恩

歳
前
天
恩

郵助中歳
前
恩
回

歳
前
日
日
　
　
」

忽
々
の
間
、
現
物
は
も
と
よ
り
写
真
に
つ
い
て
も
実
見
し
て
い
な
い
た
め
不

安
は
残
る
が
、
こ
れ
を
具
注
暦
下
段
の
一
部
と
見
て
ま
ず
誤
り
は
な
い
も
の
と

思
う
。
暦
学
的
検
討
は
識
者
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
、
木
簡
学
的
観
点
か
ら

一
、
二
気
付
い
た
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第

一
の
問
題
は
、
こ
れ
を
木
簡
と
認
定
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
材
質
の
点
か
ら
は
埋
木
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ま
ず
問

題
は
な
い
。
法
量
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
多
く
は
言
え
な
い
が
、
四
行
分
が
現

存
す
る
こ
と
は
、
或
い
は
城
山
遺
跡
出
土
の
具
注
暦
木
筒
よ
り
幅
広
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
伎
楽
面
の
内
部
の
埋
木
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
以
上
、
著
し
く
広
幅
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
木
目
の
方
向
な
ど

も
知
り
た
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
状
で
は
確
定
的
な
こ
と
は
言
え

な
い
が
、
具
注
暦
木
簡
の
可
能
性
は
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
こ
の
具
注
暦
が
ど
こ
で
使
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
右
頼
裏
に
書
か
れ
た

「相
模
国
」
と
い
う
銘

文
で
あ
る
。
伎
楽
面
の
左
右
の
頼
裏
、
又
は
頭
部
内
面
な
ど
に
国
名
を
記
し
た

も
の
が
十
例
あ
る
。
「
周
防
」
四
、

「
長
門
」

一
、
「
護
岐
」
三
、
「
常
陸
」

一
、

そ
し
て

「相
模
国
」
二
で
あ
る

（同
書
一
九
七
１
一
九
九
頁
）。　
こ
れ
ら
が
も
し
、

伎
楽
面
を
製
作

。
貢
上
し
た
国
宅
を
示
す
と
す
れ
ば
、
こ
の
具
注
暦
断
筒
は
相

模
国
に
関
係
す
る
も
の
と
い
少
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
埋
木
は
京
内
ま
た
は
東

大
寺
の
工
一房
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
木
筒
に
書
か
れ
た
具
注
暦
が
京

内
ま
た
は
中
央
官
司
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
甚
だ
興
味
深
い
問
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
は
た
だ
問
題
の

所
在
の
一
端
を
示
し
て
、
識
者
の
垂
教
を
ま
ち
た
い
。

０
最
後
に
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
可
美
村
赦
育
委
員
会
、
浜
松
市

博
物
館
、
静
岡
県
教
育
委
員
会
文
化
課
お
よ
び
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
よ
り

多
大
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
岡
田
清
子
氏
、
岡
田
芳
朗
氏
よ
り
は
暦

に
つ
い
て
懇
切
な
垂
荻
を
い
た
だ
き
、
特
に
岡
田
芳
朗
氏
か
ら
は
多
数
の
論
文

抜
刷
の
恵
与
を
得
、
多
大
の
恩
恵
に
浴
し
た
。
そ
し
て
、
狩
野
久
氏
に
は
、
い

つ
に
楡
ら
ぬ
励
し
を
受
け
、
重
大
な
目
こ
ぼ
し
を
救

っ
て
い
た
だ
い
た
。
銘
記

し
て
各
位
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。




